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Ⅰ 平成２９年第１回定例会提出議案一覧

（予 算）

１ 平成29年度茨城県一般会計予算（修正議決反映後）

２ 平成29年度茨城県競輪事業特別会計予算

３ 平成29年度茨城県公債管理特別会計予算

４ 平成29年度茨城県市町村振興資金特別会計予算

５ 平成29年度茨城県鹿島臨海工業地帯造成事業特別会計予算

６ 平成29年度茨城県母子・父子・寡婦福祉資金特別会計予算

７ 平成29年度茨城県立医療大学付属病院特別会計予算

８ 平成29年度茨城県中小企業事業資金特別会計予算

９ 平成29年度茨城県農業改良資金特別会計予算

１０ 平成29年度茨城県林業・木材産業改善資金特別会計予算

１１ 平成29年度茨城県沿岸漁業改善資金特別会計予算

１２ 平成29年度茨城県港湾事業特別会計予算

１３ 平成29年度茨城県都市計画事業土地区画整理事業特別会計予算

１４ 平成29年度茨城県病院事業会計予算

１５ 平成29年度茨城県水道事業会計予算

１６ 平成29年度茨城県工業用水道事業会計予算

１７ 平成29年度茨城県地域振興事業会計予算

１８ 平成29年度茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業会計予算

１９ 平成29年度茨城県流域下水道事業会計予算

（条例その他）

１ 茨城県監査委員に関する条例等の一部を改正する条例

２ 茨城県個人情報の保護に関する条例等の一部を改正する条例

３ 職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例

４ 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例

５ 知事等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例

６ 職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例

７ 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例

８ 茨城県手数料徴収条例等の一部を改正する条例

９ 茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

１０ 茨城県立カシマサッカースタジアムの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

１１ 茨城県特定非営利活動促進法施行条例及び茨城県特定非営利活動促進法に係る民間事業者等が

行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行条例の一部を改正する条例

１２ 茨城県保健師，助産師，看護師及び准看護師修学資金貸与条例の一部を改正する条例

１３ 茨城県医師修学資金貸与条例の一部を改正する条例
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１４ 茨城県地域医療医師修学資金貸与条例の一部を改正する条例

１５ 茨城県地域自殺対策緊急強化基金条例の一部を改正する条例

１６ 茨城県健やかこども基金条例の一部を改正する条例

１７ 児童福祉法に基づき児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例

１８ 茨城県工業技術センターの使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例

１９ 茨城県立国民宿舎「鵜の岬」及び茨城県立カントリープラザ「鵜の岬」の設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例

２０ 茨城県港湾施設管理条例及び茨城県の管理する港湾の臨港地区の分区の区域内における構築物

の規制に関する条例の一部を改正する条例

２１ 茨城県都市公園条例の一部を改正する条例

２２ 茨城県建築基準条例の一部を改正する条例

２３ 茨城県水道条例の一部を改正する条例

２４ 茨城県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

２５ 茨城県地方警察職員定員条例の一部を改正する条例

２６ 包括外部監査契約の締結について

２７ 県有財産の取得について

２８ 霞ケ浦常南，霞ケ浦湖北，霞ケ浦水郷，那珂久慈，利根左岸さしま，鬼怒小貝及び小貝川東部

流域下水道の維持管理に要する費用に係る関係市町村の負担額について
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Ⅱ 平成２９年度当初予算案の概要

１ 予算編成の基本的考え方

・ 我が国の経済は、国の１月の月例経済報告では 「景気は、一部に改善の遅れもみられ、

るが、緩やかな回復基調が続いている」とされ、景気判断が据え置かれたところ。

県内の景気も緩やかに回復しつつあるとされ、雇用状況も有効求人倍率が1.29倍と高い

水準で推移している。しかしながら業種別にみると、医療、建築、サービス業の分野では

人手不足が生じている一方で、一般事務や機械組立などの分野では求人数が求職者数を大

きく下回るなど、職種間での偏りがみられる。

先行きについては、英国のＥＵ離脱交渉や、米国の動向及びその影響などから、海外経

済の不確実性が指摘されるなど、今後とも注視していく必要がある。

また、国の地方財政計画において、一般財源総額は前年度と同程度が確保されたところで・

あり、本県における一般財源総額についても前年度と同程度が確保できる見込みであるが、

、 。社会保障関係費などの増加が見込まれるなど 本県財政は予断を許さない状況が続いている

・ このような状況の中、昨年一年間の本県の人口は転入超過となったものの、全体では１

万人弱の減少となっており、人口が減少していく中にあって、どのようにして地域の活力

を維持し、さらに発展させていくかが大きな課題となっている。

・ 平成２９年度の当初予算編成に当たっては、引き続き、東日本大震災及び関東・東北豪

雨からの復旧・復興や、災害に強い県土づくりに全力で取り組んでいく。

・ また、地方創生や茨城県総合計画に基づき、人口減少社会にあっても、安全・安心、快

適な生活環境のもとで、雇用がしっかりと確保され、誰もが個性や能力を発揮しながら主

体的にいきいきと活躍することができる「みんなで創る 人が輝く元気で住みよい いばら

き」を創造するため、以下に掲げる重要政策に積極的に取り組むこととした。

○ 「人が輝く いばらき」づくり

・ 自主性・自立性を身に付け生きる力を育む教育の推進

・ 地域と世界の未来を拓く人材の育成

・ 一人ひとりが尊重され活躍できる社会づくり

・ 生涯にわたって学び合う環境づくりと文化・スポーツの振興

○ 「活力ある いばらき」づくり

・ 科学技術を活かしたイノベーションの推進

・ 日本の発展をリードする力強い産業づくり

・ 農林水産業の成長産業化

・ 人・もの・情報が活発に行き交う交流社会づくり

○ 「住みよい いばらき」づくり

・ 少子高齢化に対応した医療・保健・福祉が充実した社会づくり

・ 人にやさしい快適な生活環境づくり

・ 安全・安心な暮らしが確保される社会づくり

・ 人と自然が共生する持続可能な環境づくり

・ 一方 「みんなで創る 人が輝く元気で住みよい いばらき」づくりを進めていくために、

は、確固とした財政基盤の確立が重要であることから、新たに策定する「第７次行財政改

革大綱」により、徹底した行財政改革に取り組み、特例的県債を除く県債残高の縮減、臨

時財政対策債を地方交付税として算定した場合のプライマリーバランスの黒字の維持など

財政健全化を着実に進めていく。
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２ 平成２９年度当初予算案の規模

、 ， 、平成２９年度当初予算案の一般会計の規模は １兆１ １１９億６６百万円

対前年度当初比▲０．８％（東日本大震災関連分除きでは＋０．１％ 。）

・ 歳出規模が▲０．８％となったのは、東日本大震災復興緊急融資の残高が減少したこと

などの東日本大震災関連分（以下 「震災関連分」という ）が減少したことが主な要因。、 。

なお、歳出規模は過去第４位（過去最大はH27 。）

・ 震災関連分を除いた比較では、＋０．１％（地方財政計画の伸び率（＋１．０％ 。））

（単位：百万円、％）

区 分 増減率 震災関連分Ｈ28 Ｈ29

一般会計 1,120,802 ▲０．８ H28 85,3421,111,966

(1,035,460) (０．１) H29 75,967(1,035,999)

特別会計 264,995 ８．８ H28 -288,244

(264,995) (８．８) H29 -(288,244)

企業会計 112,308 １．８ H28 156114,343

(112,152) (１．８) H29 148(114,195)

計 1,498,105 1,514,553 １．１ H28 85,498

(1,412,607) (1,438,438) (１．８) H29 76,115

（注 （ ）内は、震災関連分を除いた額及び伸び率）

【当初予算額の推移】

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29区 分

1兆785億円 1兆904億円 1兆1,613億円 1兆1,208億円 1兆1,120億円当初予算額

9,901億円 9,867億円 1兆308億円 1兆355億円 1兆360億円震災 き関連分除

（単位：％）【当初予算伸び率の推移】

区 分 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 H29

0.3 1.9 0.1 3.3 6.5 2.6 1.1 6.5 3.5 0.8県一般会計 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

0.3 1.9 0.1 3.3 3.7 1.1 0.3 4.5 0.5 0.1震災関連分除き ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

0.3 1.0 0.5 0.5 0.8 0.1 1.8 2.3 0.6 1.0地財計画 ▲ ▲ ▲

0.0 0.7 0.2 0.8 0.6 0.1 2.0 2.3 0.9 1.0うち一般歳出 ▲ ▲

0.2 6.6 4.2 0.1 2.2 2.5 3.5 0.5 0.4 0.8国一般会計 ▲

0.7 9.4 3.3 1.2 5.2 4.2 4.6 1.6 0.8 0.9うち一般歳出 ▲
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３ 歳入の状況

（ 、 ）【 （ ） 】歳入 主な款別内訳 の前年度比較 単位：百万円 ％

区 分 Ｈ28 増 減 増減率 備 考Ｈ29

369,487 2,773 0.8県 税 372,260

地 方 譲 与 税 地財計画 4.347,852 580 1.248,432

地 方 交 付 税 地財計画 ▲2.3191,110 289 0.2191,399

126,648 3,546 2.8国 庫 支 出 金 130,194

県 債 地財計画 3.5116,058 8,807 7.6124,865

うち臨時財政対策債 地財計画 6.862,000 4,200 6.866,200

13,741 ▲1,207 ▲8.8繰 入 金 12,534

255,906 ▲23,624 ▲9.2そ の 他 歳 入 232,282

1,120,802 1,111,966 ▲8,836 ▲0.8合 計

※地財計画は通常分と震災関連分の計（以下、同じ）

① 県税

県税は、３，７２３億円の計上で、対前年度比＋０．８％、２８億円の増。

・ 県税収入総額は、企業収益の回復などによる法人事業税の増などにより＋０．８％、

２８億円の増加（予算規模はH20[4,206億円]が過去最大 。）

、 ． 、 、 ， 。・ 地方消費税清算後の県税は 前年度比▲０ ７％ ２９億円の減で ３ ９９６億円

・ 法人二税は、企業収益の回復による課税所得の増などにより前年度比＋３．５％、

３１億円の増で、９２９億円。

・ 個人県民税は、株式等譲渡所得の減などにより▲０．４％、４億円の減で、

１，１０２億円。

（単位：百万円、％）【主な税目の前年度比較】

税 目 Ｈ28 増 減 増減率 増減の主な理由Ｈ29

法 人 二 税 課税所得の増89,773 3,146 3.592,919

個人県民税 株式等譲渡所得の減110,570 ▲419 ▲0.4110,151

輸入資源価格の下落による減地方消費税 67,185 ▲450 ▲0.766,735

軽油引取税 申告数量の減31,506 ▲181 ▲0.631,325

49,865 78 0.2自 動 車 税 49,943

369,487 372,260 2,773 0.8県税収入計
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（ 、 ）【 （ ） 】県税 地方消費税清算後 の前年度比較 単位：百万円 ％

区 分 Ｈ28 増 減 増減率 備考Ｈ29

369,487 2,773 0.8県税 372,260

97,629 ▲5,249 ▲5.4地方消費税清算金（歳入） 92,380

64,585 424 0.7地方消費税清算金（歳出） 65,009

県税（地方消費税清算後） 地財計画▲0.4402,531 399,631 ▲2,900 ▲0.7

（単位：％）【県税伸び率の推移】

区 分 H26 H27 H28 H29H20 H21 H22 H23 H24 H25

県税 15.9 3.7 0.0 2.8 4.0 9.0 3.5 0.81.1 16.4▲ ▲ ▲

県税(地方消費税清算後) 0.4 15.5 15.6 4.6 0.6 1.0 5.4 10.5 5.8 0.7▲ ▲ ▲

（単位：百万円）【地方消費税率の引上げに伴う対応】

（ （ ）） 、地方消費税 当初予算額４７１億円 都道府県間清算及び市町村交付金交付後 のうち
税率引上げ（１％→１.７％）に伴う増収額１９４億円については、その全額を社会保障施
策に要する経費の財源に充当。
※消費税及び地方消費税：税率８％（国６．３％、地方１．７％）
［ 区 分 ］
（歳入）地方消費税の税率引上げに伴う増収額 １９，４２１
（歳出）社会保障施策に要する経費合計 １６７，７７０

（うち一般財源） １４６，６８６

（参考）地方消費税の税率引上げに伴う増収額の充当内訳
○医 療 ８，２７２
○介 護 ３，５２３
○少 子 化 対 策 ５，２２７
○その他社会保障施策 ２，３９９

合 計 １９，４２１

［主な事業］
○医療
・ 国民健康保険基盤安定対策費負担金 ２，０１４
（・うち低所得者保険料軽減措置の拡充等 １，７９６）

・ 後期高齢者医療基盤安定対策費負担金 ４７０
（・うち低所得者保険料軽減措置の拡充 １９６）

・ 後期高齢者医療給付費負担金 ２，０１４
・ 特定疾患治療研究事業 ６４５
・ 地域医療介護総合確保基金積立金（医療分） ７２６
・ 小児、妊産婦医療費助成事業 １，１９５

○介護
・ 介護保険事業（介護給付費負担金等） ２，６３９

（・うち介護報酬改定による介護職員の処遇改善等 ７４５）
・ 地域医療介護総合確保基金積立金（介護分） ３３２

○少子化対策
・ 子ども・子育て支援新制度関連事業 ３，６１５
・ 多子世帯保育料軽減事業 ３７６
・ 不妊治療費助成事業（県単上乗せ分） ４１
・ 小児、妊産婦医療費助成事業（再掲） １，１９５

○その他

・ 障害福祉援護（自立支援給付等） ２，２３３
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② 地方交付税等

地方交付税は、１，９１４億円、対前年度比０．２％、３億円の増。

（うち震災復興特別交付税１８４億円）

臨時財政対策債は、６６２億円、対前年度比６．８％、４２億円の増。

・ 普通交付税については、平成２８年度の算定結果をもとに、平成２９年度の地方財政対

策の内容等を踏まえ算定し、前年度比▲１．２％、２０億円減の１，７１０億円を計上。

・ 特別交付税については、前年度同額の２０億円。

・ 震災復興特別交付税については、津波対策強化事業などの震災関連事業の増により前年

度比＋１４．２％、２３億円増の１８４億円を計上。

・ 臨時財政対策債については、前年度比＋６．８％、４２億円増の６６２億円を計上。

・ この結果、地方交付税（震災復興特別交付税を除く）と臨時財政対策債を合わせた実質

的地方交付税は２，３９２億円となり、前年度比＋０．９％、２２億円の増。

（単位：百万円、％）【実質的地方交付税の前年度比較】

区 分 Ｈ28 増 減 地財計画Ｈ29 増減率

191,110 289 0.2 ▲2.3地 方 交 付 税 191,399

173,000 ▲2,000 ▲1.2 ▲2.2普 通 交 付 税 ① 171,000

2,000 - -特別交付税(通常分)② 2,000

16,110 2,289 14.2 ▲6.2震災復興特別交付税 18,399

62,000 4,200 6.8 6.8臨時財政対策債 ③ 66,200

237,000 239,200 2,200 0.9 ▲0.6実質的地方交付税①+②+③

③ 県債

県債は、１，２４９億円の計上で、対前年度比７．６％、８８億円の増。

・ 県債の発行額は、臨時財政対策債の増や公共事業の増などにより、７．６％の増加。

・ 特例的県債（臨時財政対策債）の発行額は、＋６．８％、４２億円の増。

・ 通常県債（公共投資に充てる県債、退職手当債及び第三セクター等改革推進債）に係る

県債残高は 平成２９年度末 見込 では１兆１ ９９４億円となり 平成２８年度末 見、 （ ） ， 、 （

込）に比べ３０１億円縮減。

・ 予算額に占める県債の割合を示す県債依存度は、県債発行額が増加したため１１．２％

と０．８ポイント増加（前年度当初：１０．４％ 。）

・ 特例的県債に係る県債残高は、平成２９年度末（見込）で９，５０９億円と増加するた

め、通常県債と特例的県債を合わせた県債残高は、平成２９年度末（見込）で

２兆１，５０３億円となり、前年度末（見込）に比べ２５億円増加。
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（単位：百万円、％）【県債の前年度比較】

区 分 Ｈ28 増 減 備 考Ｈ29 増減率

54,058 4,607 8.5通 常 県 債 58,665

48,058 4,607 9.6公共投資に充てた県債 52,665

-退 職 手 当 債 6,000 -6,000

臨時財政対策債特 例 的 県 債 62,000 4,200 6.866,200

地財計画 3.5合 計 116,058 124,865 8,807 7.6

（単位：兆円）【県債残高の推移】

区 分 Ｈ28 Ｈ29Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27

通 常 県 債 1.40 1.41 1.41 1.39 1.35 1.33 1.30 1.26 1.23 1.20

1.40 1.41 1.37 1.35 1.32 1.30 1.27 1.24 1.21 1.18公共投資に充てた県債・退職手当債

特 例 的 県 債 0.34 0.43 0.53 0.61 0.70 0.77 0.84 0.89 0.92 0.95

1.74 1.84 1.94 2.00 2.05 2.10 2.14 2.15 2.15 2.15合 計

（注）Ｈ27までは決算額、Ｈ28は最終補正後見込、Ｈ29は当初予算時見込

「特例的県債 ：地方の財源不足を補うために、国の制度に基づき発行する特例的な県債」

（臨時財政対策債、減収補填債など）

④ 実質的な一般財源総額

実質的な一般財源総額は、７，０６８億円、対前年度比＋０．３％、２４億

円の増。震災復興特別交付税を除いた通常分の実質的な一般財源総額は、対前

年度比＋０．０％、１億円の増と総額を確保。

・ 県税（地方消費税清算後 、地方法人特別譲与税、実質的地方交付税、震災復興特別交）

、 ， 、付税とその他の地方譲与税等を合わせた実質的な一般財源総額は ７ ０６８億円となり

対前年度比＋０．３％、２４億円の増。

、 ， 、・ 震災復興特別交付税を除いた通常分の実質的な一般財源総額は ６ ８８４億円となり

対前年度比で＋０．０％、１億円の増と総額を確保。

（単位：百万円、％）【実質的な一般財源総額の前年度比較】

区 分 Ｈ28 増 減 増減率 (参考)地財計画Ｈ29

402,531 ▲2,900 ▲0.7 ▲0.4県税(地方消費税清算後) (県税)399,631

43,844 243 0.6 6.1地方法人特別譲与税 44,087

237,000 2,200 0.9 ▲0.6実質的地方交付税 239,200

16,110 2,289 14.2震災復興特別交付税 18,399

4,960 560 11.3その他の地方譲与税等 5,520

704,445 2,392 0.3合 計 706,837

688,335 688,438 103 0.0 0.1震災復興特別交付税除き ( )水準超除き

※実質的地方交付税は、地方交付税（震災復興特別交付税を除く）及び臨時財政対策債の合計額

※その他の地方譲与税等は、地方法人特別譲与税以外の地方譲与税及び地方特例交付金の合計額
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４ 歳出の状況

（単位：百万円、％）【歳出（性質別内訳）の前年度比較】

区 分 Ｈ28 増 減 増減率 備 考Ｈ29

492,834 ▲4,091 ▲0.8義 務 的 経 費 488,743

地財計画 ▲0.0人 件 費 326,467 ▲1,580 ▲0.5324,887

地財計画 ▲2.0公 債 費 143,600 ▲2,602 ▲1.8140,998

22,767 91 0.4扶 助 費 22,858

(141,537) (9,621) (6.8)(社会保障関係費) (151,158)

138,934 7,134 5.1投 資 的 経 費 146,068

100,444 6,240 6.2補 助 投 資 106,684

地財計画 3.6単 独 投 資 38,490 894 2.339,384

358,068 ▲10,009 ▲2.8一 般 行 政 費 348,059

130,966 ▲1,870 ▲1.4税 交 付 金 等 129,096

地財計画 0.4合 計 1,120,802 1,111,966 ▲8,836 ▲0.8

※社会保障関係費は、扶助費及び一般行政費のうち扶助費に準ずる経費(国民健康保険等)の合算値

① 義務的経費

義務的経費は、対前年度比▲０．８％、４，８８７億円を計上。歳出全体

に占める構成比は４４．０％（前年度 ４４．０％ 。）

・ 人件費は、退職手当の減等により、▲０．５％。

・ 公債費は、臨時財政対策債の元金償還が増加するものの、過去に発行した高利率の県債

残高の減少により利子が減少すること等により、▲１．８％。

・ 扶助費は、児童福祉入所施設等職員の処遇改善などにより、＋０．４％。

・ なお、社会保障関係費は、H30から国民健康保険の財政運営を担う県への財政安定化基

金積立金や、保育士等の処遇改善などの増により、＋６．８％。

② 投資的経費

投資的経費は、緊急輸送道路整備や津波対策など震災関連分の増加などに

より、対前年度比＋５．１％、総額１，４６１億円を計上。

（公共＋９．７％、その他投資▲８．３％ 。）

［国補公共］

・ 国補公共事業（特別・企業会計含み）については、東日本大震災を踏まえた防災体制の強

化事業や、国体開催に向けた環境整備などに所要額を計上。

、 、（ ）・ 補助事業については 緊急輸送道路の整備や津波対策事業など防災体制の強化や 仮称

石岡小美玉スマートＩＣアクセス道路などの国体開催に向けた道路環境の整備、通学児童生

徒の安全対策に必要額を確保。農林水産業関係として、農業改革を推進するためのほ場や畑
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地基盤整備、森林湖沼環境税による間伐等について必要額を確保。

・ 直轄事業については、鬼怒川下流域における鬼怒川緊急対策プロジェクト、常陸那珂港区

など所要額を確保。

・ 国補公共全体としては、前年度比＋８．１％の９８５億円を計上。

［県単公共］

・ 県単公共事業（特別会計・企業会計含み）については、関東・東北豪雨災害を踏まえた

河川緊急減災対策事業や道路の適切な管理水準を保つための道路緊急修繕事業などによ

り、前年度比＋１３．３％。

［公共事業全体］

・ 平成２９年度の規模は、前年度比＋８．９％の１，１９２億円 （一般会計：前年度比。

＋９．７％ 。）

［その他投資（一般会計 ］）

・ その他投資については、県営体育施設再編整備事業の進捗に伴う減などにより、前年度

比▲８．３％の３２５億円。

（単位：百万円、％）【公共事業費（特別会計、企業会計含み）の前年度比較】

区 分 増減 増減率 備 考Ｈ28 Ｈ29

91,115 7,335 8.1国補公共事業 98,450

74,073 7,560 10.2補 助 事 業 81,633

17,042 ▲225 ▲1.3直轄事業負担金 16,817

県単公共事業 地財計画 3.618,263 2,437 13.320,700

8.9合 計 109,378 119,150 9,772

（単位：億円）【公共事業費（特別会計、企業会計含み）の推移】

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

国補公共事業 1,137 1,148 877 799 825 870 988 1,293 911 985

県単公共事業 250 250 235 219 203 173 171 172 183 207

合計 1,387 1,398 1,112 1,018 1,028 1,043 1,159 1,465 1,094 1,192

③ 一般行政費

一般行政費は、産業大県・生活大県づくりを推進するため、

・不妊治療や保育料軽減などの少子化対策

・私立高校入学金軽減などの教育の充実

・中小企業の金融支援などに重点的に取り組み、必要額を計上。

なお、東日本大震災復興緊急融資の残高が減少したことにより、震災関連分

が大幅に減少するとともに、事務事業の徹底した見直しによる歳出削減も継続

して実施。

この結果、対前年度比▲２．８％の３，４８１億円を計上。
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・ 東日本大震災復興基金を活用するなどして、風評被害払拭などの取組を引き続き実施。

・ 予算要求時に「重要政策等特別枠」として、施策の重点化と部局横断的な施策の充実強

化を図る観点に立って約９８億円、１２９事業を予算化。

④ 財政健全化に向けた取組

持続可能で健全な財政構造の確立のために、新たに策定する「第７次行財政

改革大綱」により、徹底した歳入歳出改革に取り組み、特例的県債を除く県債

残高の縮減や、臨時財政対策債を地方交付税として算定した場合のプライマリ

ーバランスの黒字の維持など、財政健全化を着実に取り組む。

第７次行財政改革大綱案（平成２９年度～平成３４年度）

財政健全化目標]［

・健全化判断比率の改善

・特例的県債を除く県債残高の縮減

・臨時財政対策債を地方交付税として算定した場合のプライマリーバランスの黒字の維持

→すべて達成

歳出改革]［

・人件費の適正化、公共投資の重点化・効率化、事務事業の見直しなど

→平成２９年度の財源確保額（一般財源ベース）６５億円程度 ※H28当初：５２億円

歳入の確保]［

・県税滞納額の縮減、県有財産の有効活用、収入未済額の縮減など

→平成２９年度の財源確保額（一般財源ベース）３５億円程度 ※H28当初：５８億円
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５ 財源確保対策

（１）平成２９年度の財源確保額
・ 平成２８年度当初予算編成時点において、約１５０億円と見込まれた平成２９年度の収

、 。支不足額は 金利低下による公債費の減や繰越金の活用等により１００億円程度となった

・ この収支不足額１００億円について、更なる歳出改革、歳入確保に向けた取組によって

財源を確保し、一般財源基金からの繰入れを行わない予算を編成。

（単位：億円）【財源確保対策の状況（一般財源ベース 】）

区 分 平成２９年度の

財 源 確 保 額

収支不足見込額 １００Ａ

Ⅰ 歳出改革に向けた取組 ６５

（１）人件費の抑制 ９

（２）事務事業の見直し ５６

① 事務事業の再構築(シーリング含む) ３３

② 公債費負担の抑制 ２３

Ⅱ 歳入確保に向けた取組 ３５

（１）自主財源の確保 １５

（２）特別会計等資金の活用 １

（３）その他財源対策 １９

財源確保額 合計 １００Ｂ

財源不足額（Ａ－Ｂ） －

※東日本大震災関連で確保した財源分は除く。

（２）平成２９年度の財源確保対策の具体的内容（一般財源ベース）

【歳出改革に向けた取組】

１．人件費の抑制（９億円程度）

（１）職員数の削減（約▲１００人）

（２）給与カット

・ 特別職の給料月額のカット ▲８％～▲１５％

２．事務事業の見直し（５６億円程度）

（１）事務事業の再構築（約３３億円程度）

（要求シーリング５億円程度を含む）

① 補助金の縮減

・ 県単補助金の見直し等

② 一般行政施策の重点化

・ 経常的経費の見直し等

③ 財源構成の見直し

・ 特定財源の活用

（２）公債費負担の抑制（約２３億円）
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【歳入確保に向けた取組】

１．自主財源の確保（１５億円程度）

（１）県税収入の確保（約７億円）

（２）県有財産の活用等による収入（約４億円）

（３）受益者負担の適正化（約４億円）

・ 収入未済額の縮減等

２．特別会計等資金の活用（１億円程度）

・ 競輪事業特別会計資金の活用（約１億円）

３．その他財源対策（１９億円程度）

・ 新線建設資金貸付金元金収入の活用（約１９億円）

「 「 」 」 。※ 見直し事業の主なものは Ⅴ 事務事業再構築結果 主なものの一覧 のとおり
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６ 主要な施策のポイント

（１）災害に強い県土づくりと社会資本の整備

東日本大震災関連

○緊急輸送道路の整備や、港湾や海岸での防波堤等の整備
・ 緊急輸送対策強化事業（国補公共）…国道３４９号、鮎川停車場線、鹿島港 等

・ 津波対策強化事業（国補公共）………磯原海岸、鹿嶋海岸、大北川 等

関東・東北豪雨関連

○鬼怒川緊急対策プロジェクトに基づく鬼怒川の集中的な改修
・ 治水直轄事業負担金（国補公共；関東・東北豪雨対応分）

防災体制の強化

○被災市町村へ支援チームを迅速に派遣する仕組みづくりや、住民

自らの判断による安全な避難行動を学ぶためのモデル事業の実施
新 災害対応支援力強化事業

新 住民避難力強化事業

○支援物資配送のためのシステムの構築や、被災地のより正確な状

況把握のための防災ヘリ機器のデジタル化
新 災害時支援物資提供力等強化事業

○総合治水計画の策定のためのモデル河川（西田川等）での浸水シ

ミュレーション等の実施
新 総合治水計画策定事業

社会資本の整備

○国補公共 985億円(＋ 8.1％)
・ 道路直轄事業負担金………東関東自動車道水戸線、国道６号 等

・ 地方道路整備事業…………国道355号、常陸那珂港山方線 等

・ 広域河川改修事業…………桜川、飯沼川、涸沼川 等

・ 経営体育成基盤整備事業…幸江崎（古河・結城） 等

○県単公共 207億円(＋13.3％)
・ 道路緊急修繕事業……………５２箇所（国道294号、石岡筑西線 等）

・ 通学路等安全対策推進事業…通学路歩道整備２箇所、道路情報板７箇所 等

・ 河川緊急減災対策事業………堆積土砂除去等３７箇所（新川、恋瀬川 等）
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（２）人が輝くいばらきづくり

教育の推進

○現在、小学生及び中学１年生まで実施している少人数教育を中学

２年生まで拡充
・ 少人数教育充実プラン推進事業（中２拡充分）

、 、○私立高等学校等に入学する低所得世帯等に対して 授業料に加え

入学金を減額
・ 私立高等学校等授業料減免事業

人材の育成

○科学の楽しさや面白さを実感するための、科学の甲子園ジュニア

全国大会や理工系女子応援シンポジウム等の開催
・ イノベーション創出次世代育成事業

、○野外体験活動の拠点となる高萩スカウトフィールドの整備支援や

青少年の地域間交流イベントの実施
・ 野外体験活動支援事業

新 青少年の地域間交流体験事業

一人ひとりが尊重される社会づくり

○女性が働きやすい環境づくりに取り組む中小企業の施設整備（ト

イレやロッカーなど）への支援
・ 女性活躍推進事業

○障害者スポーツ普及のための児童生徒の競技指導や指導者育成
新 障害者スポーツ普及・定着事業

文化・スポーツの振興

○国民体育大会開催に向けた、選手強化のための遠征や合宿回数の

拡充、全国トップレベルのコーチの招へい
・ 元気いばらき選手育成強化事業

○東京オリンピック・パラリンピックの文化プログラムを推進する

ための子ども文化芸術大学の開催や、県民企画公募型事業の実施
新 茨城県文化プログラム推進事業
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（３）活力あるいばらきづくり

科学技術を活かしたイノベーションの推進

○水素先進県いばらきの実現を図るための、家庭用燃料電池等の導

入費用助成制度の創設や、水素利用シンポジウムの開催
・ いばらき水素戦略推進事業

○ロボットの実用化に向けた実証試験や、次世代技術を活かした中

小企業の技術開発の支援
・ ロボット等次世代技術実用化推進事業

力強い産業づくり

○中小企業融資資金貸付金における新たな融資枠の設定や、信用保

証料助成の対象の拡充、並びに金利の引下げ
新 いばらきブランド中核企業育成促進融資

・ 中小企業信用保証料助成（創業支援融資等）

○市町村が行う創業相談への支援や、大学等と連携した創業講座の

開設、女性アドバイザーによる創業セミナーの開催
新 いばらき創業１０，０００社プロジェクト事業

○中核企業を育成するための経営戦略策定や研究開発・販路開拓支

援、県北地域の中小企業の販路開拓や技術力向上への支援
新 いばらきブランド中核企業育成促進事業

新 県北ものづくり産業活性化支援事業

○保育所や幼稚園、製造業などの人手不足分野における研修と雇用

が一体となった職業訓練の実施
新 私立幼稚園等教員復職・支援員育成事業

新 子育て支援員養成事業

新 障害福祉分野人材確保育成推進事業

新 ものづくり産業人材育成確保事業

新 建設関係技能者人材育成確保事業
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農林水産業の成長産業化

○経営や生産技術に関する産学官連携講座の開設、６次産業化や輸

出拡大に向けた支援
新 いばらき農業アカデミー事業

・ ６次産業化総合対策事業

・ いばらき農産物等輸出拡大事業

○イノシシ等の捕獲に対する新たな県の上乗せ支援や電気柵等設置

への県独自補助の創設や、ハンターの担い手育成のための銃猟免

許取得に向けた研修会の拡充
・ 鳥獣被害防止総合対策事業

・ 生物多様性保全推進事業（野生鳥獣管理分）

交流社会づくり

○国内外の誘客促進に向けた民間宿泊施設の施設整備への支援や、

若者目線を活用した観光資源の発掘
・ ＤＭＯ観光地域づくり推進事業

○県北芸術祭の成果を持続させるための作品の展示やイベントなど

の実施
新 県北芸術祭を契機とした交流拡大促進事業

○つくば霞ヶ浦りんりんロードのＰＲ強化や、サイクリングイベン

ト等の開催
・ 水郷筑波サイクリング環境整備事業
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（４）住みよいいばらきづくり

少子化対策の充実

○不妊治療（２回目以降）の原則15万円の助成に、新たに県独自に

５万円の上乗せ
・ 不妊治療費助成事業

○３歳未満児で第３子以降の子どもの保育料無償化に、新たに３歳

未満児で第２子の保育料半額化
・ 多子世帯保育料軽減事業

○保育所等において保育支援者を配置するための経費の支援
新 保育体制強化事業

○未就学児を持つ、復職しようとする保育士や幼稚園教諭に対する

保育料助成制度の創設
新 保育・幼児教育人材復職支援事業

○保育士や幼稚園教諭などの給与の引上げによる処遇改善
・ 施設型給付費負担金、地域型保育給付費負担金

・ 放課後児童クラブ推進事業

・ 児童福祉入所施設等委託事業

医療体制の充実

○医師修学資金の貸与額の月額5～10万円増額や、海外の医科大学を

対象とした医師修学資金の創設

、 （ ）※H28最終補正予算で 医療提供体制確保基金の創設 30億円積立
・ 医師修学資金貸与事業

新 海外対象医師修学資金貸与事業

医療・保健・福祉が充実した社会づくり

市町村や企業が行うがん検診の普及啓発等の支援、在宅がん患者の○

居場所づくりや患者家族の負担軽減などを行うモデル事業の実施
新 がん検診受診率向上対策事業

新 がん患者療養生活支援事業

認知症の気づきチェックリストによる早期発見や、ＧＰＳを活用し○

た広域徘徊模擬訓練など徘徊高齢者の早期保護のための取組の支援
新 軽度認知障害対策推進事業

・ 認知症対策推進強化事業
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○生活困窮者自立支援法に基づく自立相談や子どもの学習会の実施

や、児童養護施設退所者等への社会的自立に向けた支援体制の整

備
・ 生活困窮者自立支援事業

新 児童養護施設退所者等自立支援事業

○あすなろの郷の建て替えに向けた基本構想の策定
新 あすなろの郷基本構想策定事業

○地域猫の不妊去勢手術や動物愛護団体等の活動への支援
新 犬猫殺処分ゼロを目指すプロジェクト事業

快適な生活環境づくり

○買物不便地域における移動販売などの買物支援や民間事業者等と

連携した高齢者向けの見守りサービスなど、生活支援サービスの

維持・確保に取り組む市町村等への支援
新 生活環境づくり支援事業

安全・安心な暮らし

○警察官の定数を21人増員（4,793→4,814人）

○不法投棄の監視パトロールの回数の拡充や、監視カメラによる24

時間監視
・ 不法投棄対策事業

持続可能な環境づくり

○県産木材を使った新築住宅に対する助成（20万円/戸）を、リフォ

ームにも拡充（10万円/戸 等）
・ いばらき木づかいの家推進事業
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７ 主な事業（平成２９年度予算案の特色）
（百万円）

（ ：平成２８年度当初予算）

１ 東日本大震災や関東・東北豪雨を踏まえた災害に強い県土づくり

・ 緊急輸送対策強化事業（国補公共） ２０，０２０

（緊急輸送道路の整備や重要港湾の機能強化等） （１７，３１６）

○復興みちづくりアクションプランに基づく緊急輸送道路等の整備

・事 業 内 容：交通危険箇所の解消（橋梁の耐震化 、交通阻害箇所の改善等）

・主な事業箇所：復興関連道路 ：２３箇所 １５，９６９百万円

橋梁の耐震化 ： ２箇所 ８１１百万円

○緊急物資輸送の拠点となる茨城港・鹿島港の防波堤等の整備（国直轄事業）

・ 津波対策強化事業（国補公共） １４，０４２

（ ） （ ， ）海岸や河川河口部における堤防・護岸のかさ上げ等 １０ ５１１

・主な事業箇所：河川海岸 ：１３箇所 ９，９５４百万円

港湾区域 ： ２箇所 ３，６３９百万円

漁港海岸等： ５箇所 ４４９百万円

・ 治水直轄事業負担金（関東・東北豪雨対応分、国補公共） ２，５６４

（河川激甚災害対策特別緊急事業等を活用した鬼怒川の集中的な改修） （２，８４６）

・事業内容：鬼怒川の河川整備

・実施期間：平成２７～３２年度

・ 海岸侵食老朽化対策（国補公共） ２３１

（大津漁港海岸の侵食対策） （３８）

・事業内容：大津漁港海岸の崩落危険箇所の侵食対策工事

・実施期間：平成２９～３２年度

・ 河川緊急減災対策事業（県単公共） ７０３

（河道内に堆積した土砂の除去や樹木の伐採など、流下阻害箇所の解消） （５２３）

・事業箇所：３９箇所（新川、恋瀬川、梶無川等）

新 災害対応支援力強化事業 ３

（大規模災害発生に備えた県及び市町村による被災市町村への支援体制の構築）

・県・市町村職員等によるワーキングの開催、災害対応支援に関する研修プログラムの

開発、災害対応支援チーム運用マニュアルの作成等

新 住民避難力強化事業 ３

（避難情報により県民自らの判断で安全に避難するためのワークショップ等の実施）

・事業内容：市町村が選定した自治会における住民参加によるワークショップの開催、

災害・避難カードや避難経路等を記載したマップの作成

・実施箇所：１５市町村１５自治会
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新 災害時支援物資提供力等強化事業 ３７４

（タブレット端末を活用した支援物資提供システムの構築や防災ヘリ機器のデジタル化等）

○支援物資提供システムの構築

・各指定避難所からタブレット端末等を通じて、被災者が求めている支援物資を迅速

に把握し、タイムリーに配送するためのシステムを構築

○災害情報収集力の強化

・災害時に民間所有のドローンからの映像を視聴するための映像受信装置等の整備

・防災ヘリに搭載している映像伝送装置のデジタル化

新 総合治水計画策定事業 ２８

（浸水被害の軽減を図るための総合治水計画の策定に向けた取組）

○地域の取組方針の策定

・策定方法：国・県・市町村・関係機関等による協議会において検討・策定

・地 区 数：６地区

・内 容：地域の特性を反映させたハード対策・ソフト対策の目標、取組内容等

○モデル河川におけるシミュレーション

・内 容：ため池活用等による「貯める対策」を検討し、シミュレーションを実施

・モデル河川：西田川（水戸市等 、桜川（桜川市・土浦市等））

拡 建築物等震災対策事業 １１

（民間木造住宅の耐震改修補助を実施する市町村への支援） （１０）

・実施主体：市町村

（ ） 、・補助対象：旧耐震基準で建設された木造住宅 昭和５６年以前に建築されたもの で

耐震診断の結果、耐震性無と診断されたもの

・補 助 率：耐震改修工事費の５．７５％又は市町村補助額のいずれか低い方

（限度額１２５，０００円）

２ みんなで創る 人が輝く 元気で住みよい いばらきづくり

（１）人が輝くいばらきづくり
① 自主性・自立性を身に付け生きる力を育む教育の推進

拡 少人数教育充実プラン推進事業（中２拡充分） ２９７

（小学生及び中学１年生を対象としている少人数教育を中学２年生に拡充）

・事業内容：教員・非常勤講師の追加配置

１学年に３５人超の学級が３以上：学級増のうえ、学級担任１人、非常勤講師１人を配置

〃 ２以下：各学級に非常勤講師１人を配置

・配置人数：学級担任６０人、非常勤講師９０人（国１／３）

・今後予定：平成３０年に中学３年生に拡充し、小学生及び中学生で少人数教育を実施

新 中学校英語力向上事業 ４６

（英語を話す力の向上を目的としたスピーキング試験や教員研修の実施）

○英語力アップの支援

・事業内容：スピーキング試験を用いた英語力のセルフチェック

・対 象：中学２年生２５，５００人

○教員の英語力の向上

・事業内容：教員自身の英語力の把握、学習方法等の研修を通じた弱点の補強

・対 象：中学校英語教員１５０人
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拡 私立高等学校等授業料減免事業 ２９４

（私立高等学校等の入学金に対して新たに県独自の減免を実施） （４８）

・事業内容：低所得者に対する高等学校等の入学金支援制度の創設、基準となる県平

均授業料の見直しによる補助上限額引上げ

・補 助 額： 入学金） 世帯収入３５０万円未満：９６，０００円（

世帯収入３５０万円以上～５９０万円未満：４８，０００円

（授業料）３０１，０００円→３２０，０００円

・補 助 率： 入学金）県１０／１０ （授業料 （県９／１０）学校１／１０（ 、 ）

拡 私立高等学校等経常費補助事業 １０，９５０

（１０，６１５）（私立幼稚園、小学校、中学校、高等学校等に対する経常費補助の充実）

・目 的：私立学校の教育条件の維持向上、経営の安定化、父母の経済負担の軽減

、 、 、 、 、・対 象：幼稚園３６園 小学校７校 中学校１３校 高校２４校 通信制高校２校

中等教育学校２校（前期課程は中学校、後期課程は高校として補助）

・補助単価

幼稚園199,153円（3,009円、1.53％の増） 高校352,190円（5,458円、1.57％の増）

小学校319,131円（3,712円、1.18％の増） 狭域通信制高校

中学校320,800円（3,726円、1.18％の増） 69,504円（789円、1.15％の増）

拡 就学前教育・家庭教育推進事業 ２９

（ ）（ ）就学前教育・家庭教育を推進するための協議会開催や市町村への支援等の実施 ２４

○訪問型モデル事業

・家庭教育を主体的に行うことが困難な家庭に対する訪問型支援の実施（市町村モ

デル事業）

・補助率：国１０／１０

○推進体制の構築

・訪問型家庭教育支援の全県的な展開（市町村における支援協議会の開催等）

補助額：１００万円、補助率： 国１／３、県１／３ 、市町村１／３（ ）

・就学前教育・家庭教育に関する実証研究を市町村へ委託（２０万円×５市町村）

・就学前教育・家庭教育推進体制検討委員会の開催：６回／年

新 大学入学者選抜改革等対策事業 ３

（大学入学者選抜改革により新たに出題される教科融合型問題への対応）

・事業内容：専門家や教職大学院と連携した教員向けの研修の実施、指導資料の開発等

・対 象：高等学校等の中堅教員２２５人（国語・数学・英語は各３５人、世界史・

地理・日本史・物理・化学・生物は各２０人）

② 地域と世界の未来を拓く人材の育成

拡 イノベーション創出次世代育成事業 １６

（ 、 ） （ ）科学の甲子園ジュニア全国大会 理工系女子応援シンポジウム等の開催 １１

○科学の甲子園ジュニア全国大会

・対 象：各都道府県代表４７中学

・事業内容：筆記・実技試験、研究機関等によるブース展示等

○理工系女子応援シンポジウム

・対 象：科学技術に興味を持っている女子中高生等

・事業内容：基調講演、パネルディスカッション、交流会等

○イノベーションキャンパスinつくば

・対 象：全国の高校生

・事業内容：科学者、企業人による講座、研究機関への訪問等

- 22 -



・ 野外体験活動支援事業 ４０

（ ） （ ）野外体験活動の拠点となる高萩スカウトフィールド整備への支援 ４５

・施設概要：面積約２７１ｈａ、テント数７５２張、収容人数約３，７６０人

・事業内容：アリーナ、第２キャンプ場（２，０００人規模）の整備等

・スケジュール：平成２９年８月に日本ジャンボレット大会を開催（約３，０００人が

参加、ボーイスカウト日本連盟主催）

新 青少年の地域間交流体験事業 ５

（高萩スカウトフィールドを活用した青少年を中心にした地域間交流イベントの開催）

・開催時期：平成２９年８月（予定） ※日本ジャンボレット大会に併せて実施

・参加者数：５００人程度（県内外のボーイスカウト・ガールスカウト等）

・実施内容：共通プログラム（地元団体による郷土芸能発表）に加えて、選択プログラ

ムを実施（調理、林業、創作、自然体験等）

③ 一人ひとりが尊重され活躍できる社会づくり

拡 女性活躍推進事業 １９

（女性が働きやすい環境づくりを行う中小企業の施設整備への支援等）

○新たな取組：自営業の方を含めた働く女性のネットワーク化に向けた交流会等の開催

女性が働きやすい環境づくりを行う中小企業の施設整備等への支援

・施設整備費補助 （上限３０万円×１０件）

・セミナー開催費用等補助（上限 ５万円× ５件）

新 南米交流推進青年派遣事業 ３

（アルゼンチンへの青年派遣を通じた将来のグローバルリーダーの育成）

・事業内容：１８歳以上の県内在住者２名を対象としたアルゼンチンへの２週間の派遣

研修内容･･･事前研修、現地語学学校での研修、現地企業訪問等

新 障害者スポーツ普及・定着事業 ９

（障害者スポーツの普及のための児童生徒の競技指導や指導者育成の実施）

・事業内容：障害者スポーツを普及させるための寄附講座の設置（２人）

・設置目的：特別支援学校や福祉施設での競技指導、指導者の育成等

・寄 附 先：筑波大学（予定）

・実施期間：５年間

④ 生涯にわたって学び合う環境づくりと文化・スポーツの振興

拡 元気いばらき選手育成強化事業 ５５９

（平成３１年本県開催の国民体育大会に向けた選手の合宿等の実施） （４５４）

・遠征・合宿の拡充（合宿人数・回数の増 、ジュニアアスリートの強化）

・スポーツ専門員の雇用人数の増：１０→３５人

・全国トップレベルのコーチをスーパーアドバイザーとして招へい

拡 第７４回国民体育大会推進事業 ２０５

（国民体育大会の運営に関する実行委員会負担金） （１０１）

・開催時期：平成３１年９月２８日～１０月８日（１１日間）

・競 技 数：正式３７競技、特別１競技

・参加者数：約２３，０００人（選手、監督、役員等）

・事業内容：総合開・閉会式会場等整備基本計画作成、輸送・合同配宿、広報、運営ボ

ランティア募集等
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・ 県営体育施設再編整備事業 １，５７８

（東町運動公園の再整備に係る支援や合宿施設に係る基本計画の策定） （３，１５８）

・水戸市が整備する東町運動公園への県負担

・県体育協会会館の建て替えに向けた基礎調査の実施

・笠松運動公園：陸上競技場観客席改修、園路改修、体育館天井塗装等

・堀原運動公園：武道館照明機器の更新、弓道場改修

拡 第７４回国民体育大会市町村競技施設整備事業 １，０２０

（競技会場の整備を行う市町村に対する支援等） （９０４）

○市町村支援

・一般：１０市１２施設、仮設：４市町５施設

○県施工

・整備内容：馬術競技場の仮設工事（樹木伐採・造成、駐車場等の整備）

・整備場所：水戸農業高等学校

拡 第１９回全国障害者スポーツ大会推進事業 ４２

（全国障害者スポーツ大会本県開催に向けた準備） （１３）

・開催時期：平成３１年１０月１２日～１４日（３日間）

・競 技 数：１３競技（陸上競技、水泳、車椅子バスケットボール等）

・参加者数：約５，５００人（選手、監督、役員等）

・事業内容：式典実施計画等の作成、情報支援ボランティア養成等

新 障害者スポーツ普及・定着事業（再掲） ９

（障害者スポーツの普及のための児童生徒の競技指導や指導者育成の実施）

拡 東京オリンピック・パラリンピック推進事業 ２３

（ ） （ ）東京オリンピック・パラリンピックの事前キャンプ誘致活動等の実施 １３

・事業内容：市町村におけるキャンプ誘致活動への支援

（ （ ）、 ）補助率１／２ 特別交付税措置の対象経費は１／４ 上限１００万円

キャンプ誘致に係る県内視察の受入等

ホストタウンとして登録しているベトナムとの交流活動

拡 近代美術館３０周年・五浦美術館２０周年記念事業 ３８

（３０周年記念事業開催準備や２０周年記念企画展の開催） （３）

○近代美術館

・記念企画展の開催準備、作品修復、収蔵作品図録補遺版の作成

○五浦美術館

・記念企画展： 龍を描く－天地の気（仮称 」の開催「 ）

・記念式典の実施：平成２９年１０月（予定）

新 美術館・博物館活性化推進事業 １１

（県近代美術館空調改修工事に伴う休館期間を活用した移動美術館の開催）

・開催場所：日立市、筑西市、古河市、土浦市

・開催時期：平成２９年５～１２月（各市１～２ケ月間）

・展示内容：館が所蔵する日本画、油彩画等

・入 場 料：無料
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新 茨城県文化プログラム推進事業 ２３

（東京オリンピック・パラリンピックの文化プログラム推進に向けた講座の開催等）

○子ども文化芸術大学の開催

・事業内容：本県出身者等の講師による小中学生を対象にした対話型のワークショッ

プの開催

・開催場所：県内４地区（小中学校８校）

・受講者数：２，４００人程度

○県民企画公募型事業の実施

・事業内容：文化団体等から県民文化センター等を活用した文化活動の企画を公募、

企画事業のサポート等を行うコーディネーターの配置（２人）

・委 託 先： 公財）いばらき文化振興財団（

○障害者等への効果的な文化情報システムの提供に向けた調査

・事業内容：視覚・聴覚障害者等が美術館等の文化施設において、文化に触れ合い、

感動できる仕組みの導入に向けた調査研究

・実施箇所：県近代美術館、アクアワールド茨城県大洗水族館等

新 現代茨城作家美術展事業 ３

（第１０回現代茨城作家美術展の開催）

・開催時期：平成３０年１～２月

・開催場所：県近代美術館

・開催部門：日本画、洋画、彫刻、工芸美術、書、写真、デザインの７部門

（２）活力あるいばらきづくり
○地域活性化雇用創造プロジェクト

新 いばらきブランド中核企業育成促進事業 ６０

（地域経済をけん引する中核企業を育成するための経営戦略策定等の支援）

・支援企業：売上高５～１０億円規模の企業を公募により３社選定

・戦略策定：民間コンサルタントが支援企業の経営戦略策定を支援

・経費補助：支援企業が経営戦略を実行するための研究開発費や販路開拓費等を支援

補助率１／２（上限１，０００万円／社）

・そ の 他：いばらきブランド中核企業育成促進融資の新設と信用保証料の助成

新規融資枠：１５億円（融資利率：１．２～１．７％）

信用保証料の助成率：５／１０（平成２９～３１年度の新規貸付について実施）

新 スタートアップ支援事業 ４６

（ベンチャー企業の営業力強化支援、専門的な相談窓口の設置）

○創業支援

・経営等の専門家を配置した総合相談窓口の開設

・創業に興味がある方等を対象とした研修会の開催

○営業力強化支援

・対象企業：概ね創業後１０年未満のベンチャー企業を公募により７社選定

・支援内容：専門家による営業上の課題の洗い出しから販路開拓までの一貫した支

援、資金調達や販路開拓のための技術・製品発表会の開催
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新 県北ものづくり産業活性化支援事業 ５４

（県北地域の中小企業への販路開拓や技術力・生産性向上に向けた支援）

・県北地域の産業活性化に向けた課題分析等

・中小企業販路開拓支援：営業力強化塾の開催、営業力強化のためのコンサルティング

費用支援、共同受注体の活動支援等

・技術力・生産性向上支援：外部専門家・研究者等のチームによる多角的な支援等

新 情報通信事業者雇用促進事業 １２

（サービス産業事業者の生産性向上を図る情報通信事業者への支援）

○情報通信産業支援協議会の設立・運営

・構 成：情報通信事業者、筑波大学、産業技術総合研究所、商工会等

・活動内容：サービス工学等知識習得研修の実施、情報通信事業者への助言・指導、

情報通信事業者の顧客獲得等を促進するセミナーの開催

○情報通信事業者への補助

・対象事業者数：５事業者

・補 助 額：上限１００万円

・補助対象経費：システム開発費、リース費、調査分析費等

新 戦略分野雇用創造促進事業 ２４５

（製造業及び情報通信産業における正規雇用化に向けた就職支援）

・対 象 者：離職者、非正規雇用者２４０人

・対象業種：成長産業５分野を含む製造業及び情報通信業

※成長産業５分野：次世代自動車、環境・新エネルギー、健康・医療機器、食品、次

世代技術

・事業内容：４ケ月の研修による正規雇用化

１ケ月目 座学研修、２～４ケ月目 企業での実務研修

○中小企業の金融支援

拡 中小企業融資資金貸付金 融資利率：０．２％引下げ

いばらきブランド中核企業育成促進融資（再掲） 新規融資枠：１，５００

設備投資支援融資 新規融資枠：２，６００

（融資利率の引下げや新たな融資枠の設定等により中小企業の資金繰りを支援する）

・融資利率：現下の金利状況を踏まえ、０．２％引き下げ

・いばらきブランド中核企業育成促進融資の新設及び信用保証料の助成（再掲）

・設備投資支援融資の融資限度額及び新規融資枠の拡充

限度額：設備５，０００万円→１億円，新規融資枠：１０億円→２６億円

拡 中小企業信用保証料助成（創業支援融資等） ２１

（創業支援融資等に係る信用保証料の助成を新設）

、 、 （ ）・対象融資：創業支援融資 設備投資支援融資 新分野進出等支援融資 設備資金のみ

・助 成 率：２／１０

○いばらき地域創生人材育成プロジェクト

新 私立幼稚園等教員復職・支援員育成事業 ６５

（離職中の幼稚園教諭の復職や預かり保育支援員の育成支援）

○潜在的な幼稚園教諭の復職支援

・事業内容：雇用型訓練（６ケ月）による技能の向上、免許更新講習の受講料助成

・養成人数：２０人

○預かり保育支援員の育成支援

・事業内容：雇用型訓練（６ケ月）による技能の向上、子育て支援員研修受講料助成

・養成人数：３５人（常勤１０人、非常勤２５人）
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新 子育て支援員養成事業 ６９

（子育て支援員の育成支援）

・事業内容：子育て支援員の資格取得を目的とした無資格者に対する雇用型訓練（６ケ

月）の実施

・養成人数：５０人

新 障害福祉分野人材確保育成推進事業 ３９

（障害者支援施設等における人材育成支援）

・事業内容：施設就職希望者の障害者支援施設等における雇用型訓練（３ケ月）の実施

・養成人数：３０人

新 ものづくり産業人材育成確保事業 ７３

（製造業における若手技能者育成支援）

・事業内容：製造業（金属加工、機械加工等）へ就職を希望する若年者に対する雇用型

訓練（６ケ月）の実施

・養成人数：３０人

新 建設関係技能者人材育成確保事業 ４２

（建設業における若手技能者育成支援）

・事業内容：建設業（型枠大工、建築塗装等）へ就職を希望する若年者に対する雇用型

訓練（６ケ月）の実施

・養成人数：１５人

① 科学技術を活かしたイノベーションの推進

拡 いばらき水素戦略推進事業 ３３

（１６）（家庭用燃料電池等導入に係る助成制度の創設や水素利用シンポジウムの開催）

○自立分散型エネルギー設備の導入促進

・補助対象：家庭用燃料電池や蓄電池を導入する県民等へ助成を行う市町村

・補 助 額：上限５万円／基

○移動式水素ステーションの運営支援：上限５００万円／年

○水素利用シンポジウムの開催

・ ロボット等次世代技術実用化推進事業 １０６＜地方創生推進交付金活用事業＞

（ロボット産業の育成、次世代技術を活かした中小企業の技術開発支援等） （１１５）

○ロボット等の実用化に向けた実証試験等への支援

・対 象：民間企業（大企業を含む）

・補 助 額：実証試験：上限２００万円（補助率１０／１０）

改 良 費：上限６００万円（補助率２／３）

○ＩｏＴ等の次世代技術に係る新製品開発への支援

・対 象：研究機関等と共同で製品開発を行う県内中小企業

・補 助 額：上限２，０００万円（補助率１０／１０）

拡 つくばイノベーション・エコシステム構築推進事業 １０

（有望な技術の実用化に向けた取組を進めるための調査等の実施） （６）

・委 託 先： 一社）つくばグローバル・イノベーション推進機構（

・事業内容：有望な技術シーズ等の事業化に不可欠な知財調査、市場調査等の実施

・候補事業：外科用接着剤の開発、抗インフルエンザ剤の開発等

・連携機関：県、つくば市、筑波大学、物質・材料研究機構等
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・ イノベーション創発型対日直接投資促進事業 １３＜地方創生推進交付金活用事業＞

（対日直接投資促進に向けた誘致活動の実施） （４５）

・対日投資誘致のためのセミナー開催、企業訪問等による本県投資環境のＰＲ、有望企

業の本県への招へい

② 日本の発展をリードする力強い産業づくり

新 いばらき創業１０，０００社プロジェクト事業 ３３＜地方創生推進交付金活用事業＞

（市町村が行う創業相談支援や女性向け創業セミナーなど新たな創業への支援）

○市町村等に対する創業支援

・市町村等に専門家を派遣し、創業支援事業計画策定や創業相談等の対応を支援

・市町村・商工会・大学・金融機関等による創業関係ネットワークの構築

○大学等における創業気運の醸成

・大学等と連携した創業に係る講座や創業交流カフェの開設：全１０回講座×５校

・学生を対象としたビジネスプランコンテストの開催

○女性の創業支援

・女性専用コワーキングスペースの設置：県内１箇所

・女性アドバイザーによるセミナー・交流サロンの開催：県内３箇所×１２回

・ 中小企業ＩｏＴ等自動化技術導入促進事業 ４９＜地方創生推進交付金活用事業＞

（中小企業へのＩｏＴ導入のための実証実験や技術者育成支援）

○専門家派遣等

・ＩｏＴ促進マネージャーの配置、中小企業への専門家派遣による課題解決、セミナ

ー・事例発表会の開催等

○模擬スマート工場を活用したＩｏＴ導入促進

・実証実験、共同開発・実習形式の研修等の実施

拡 いばらき伝統的工芸品産業イノベーション推進事業 １５＜地方創生推進交付金活用事業＞

（本県の伝統的工芸品の「地域商社」設立や販売促進への支援）

（ 、 、 ）・実施主体：茨城県伝統的工芸品産地交流促進協議会 構成：県 地元３市 産地組合

・対 象：結城紬（結城市 、笠間焼（笠間市 、真壁石燈籠（桜川市）） ）

・事業内容：地域商社の立上げに向けたあり方検討会開催、戦略ビジョン策定、新商品

開発、展示会・商談会開催等

・負担割合： 県１／２ 、市１／２（ ）

新 いばらき日本酒ブランド推進事業 ９

（県産日本酒の販売促進のためのイベント開催や人材育成の強化）

○販売促進支援

・イベント開催：日本酒で乾杯推進会議茨城大会（平成２９年１０月２１日）

・販路拡大支援：県産日本酒に関するセミナー・試飲商談会を都内及び県内で開催

○茨城ブランドを支える人材育成

・工業技術センターに「ひたち杜氏（仮）コース」として上級プログラムを設置

○新たな清酒の研究・開発

・今後成長が見込まれる日本酒（低アルコール等）の開発を支援
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・ 県産品海外展開ステップアップ事業 ４０＜地方創生推進交付金活用事業＞

（テスト販売の結果に基づく東南アジア向けの県産品の販路拡大）

○ベトナムにおける県産品の販路拡大

・現地販路開拓員による売込みの実施

・現地での展示会出展・レストランプロモーションの実施

・県内企業の現地商談のための渡航費支援（５万円×１５社）

・海外バイヤーを県内に招へいし、商談会等を実施

○東南アジアにおける県産品の販路拡大

・東南アジアへの輸出促進戦略の策定、地域における輸出促進体制の検討

③ 農林水産業の成長産業化

新 いばらき農業アカデミー事業 ３９

（農業者等向けの経営や生産技術に関する産学官連携講座の開設）

・受 講 者：農業経営者、就農希望者、新規就農者、学生等

・受講場所：農業大学校、農業総合センター、民間教育機関等

・講座内容：経営高度化講座、生産技術講座等（予定）

・開設時期：平成２９年５月

拡 ６次産業化総合対策事業 ６９

（ 、 ）（ ）大手食品企業等とのマッチングや新商品開発支援 ６次産業化支援体制の整備 ３９

○アグリビジネス講座：６次産業化の事業計画や販売戦略等の講座開催

○６次産業化先導モデル育成支援

・対 象：優良な計画を策定したアグリビジネス講座受講者

・補助内容：機械・施設整備、商品開発費等

・補 助 率：県１／２（上限１５０万円）

○販路開拓支援：大規模商談会への出展支援、６次産業化商品ＰＲイベントの開催

○地域ブランド力向上支援

・対象品目：新規：醸造用ブドウ

継続：ホッキ貝、牛乳、養殖コイ、ワカサギ、米粉

・補助対象：新商品開発等

・補 助 額：定額

○食農連携推進：大手食品企業等とのマッチング推進

・食品企業のニーズや産地の供給能力などマッチング可能性等について調査を実施

・県による食品企業や産地への訪問・提案等の実施

○６次産業化支援体制整備：６次産業化プランナーの派遣・相談

・ いばらき農産物ブランド力強化事業 ５１

（本県農林水産物のイメージアップによるブランド化の推進） （６０）

○食の専門家を活用したブランド化の推進

・いばらき食のアドバイザー等を活用した差別化商品づくりや効果的なＰＲ等

○各種フェアの開催

・三越銀座メロンフェア、都内百貨店フェア、首都圏レストラン向けメニュー開発等

○重点品目等集中キャンペーンの展開

・メロンの日（毎月６日）ＰＲ、メロン・梨・イチゴの集中ＰＲ、茨城放送を活用し

たブランド化の取組や販売情報の発信、農業女子による情報発信等

- 29 -



拡 いばらき農産物等輸出拡大事業 ５０

（海外販売店を活用した販路拡大や輸出向け商品開発の支援） （２５）

○国際認証取得や輸出向け商品開発支援

・実施主体：いばらき農林水産物等輸出促進協議会会員

・対 象 国：マレーシア、タイ、北米

・補 助 率：県１／２（上限５０万円）

○海外バイヤーの招へい

・事業内容：東南アジア、北米からのバイヤーの招へい、商談会の開催

・実施回数：２回

○農業者等の取組への支援

・事業内容：バイヤー等との交渉活動や大規模なプロモーション等への支援

・補 助 先：農業者、生産者団体、加工業者等

・補 助 率：県１／２（上限３０万円、大規模な場合は上限１００万円）

○農産物等輸出促進員の設置支援

・実施主体：全国農業協同組合連合会茨城県本部

・補 助 率：県１／２

○海外販売店活用による販路拡大

・ベトナム向け梨輸出促進：茨城フェアの開催、試食会の実施等

・東南アジアにおける現地量販店での通年プロモーションの実施

○農産物等輸出コスト低減調査

・対象品目：梨、イチゴ

・事業内容：農産物の鮮度保持実証試験

・ 国際化対応革新的産地育成事業 ９

（米、メロンの輸出促進への支援）

○米輸出促進

・対 象 国：北米

・実施主体：県産米輸出推進協議会

・対象事業：コンテナ活用によるコスト低減支援、北米での認証取得、商談会出展等

○メロン輸出促進

・対 象 国：マレーシア、インドネシア、タイ

・実施主体：ＪＡ

・対象事業：輸出用メロンの収穫時期検討、品質保存技術の開発等

新 和牛受精卵供給事業 ９

（畜産センターにおける受精卵供給体制の強化）

・事業内容：優良採卵牛の増頭（５頭）

・目 標：採卵牛６０頭・受精卵３６０個（平成３７年度）

拡 和牛生産基盤強化対策事業 １３

（畜産農家への繁殖雌牛の導入支援） （１０）

○肉用牛の導入支援

・事業内容：繁殖肥育一貫経営に取り組む畜産農家に対する雌牛の導入支援

・実施主体：常陸牛振興協会等

・補 助 額：１０万円／頭（定額）

（ ） （ ） （ ）○ 独 農畜産業振興機構が実施する導入支援 １０万円／頭 への県上乗せ １／２

・事業内容：繁殖雌牛の増頭に取り組む繁殖農家に対する支援

・実施主体：県畜産協会

・補 助 額：５万円／頭（定額）

・拡充内容：対象頭数を１００頭から１５０頭に拡充
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拡 ブランド豚肉生産拡大事業 ４７０

（新たなブランド豚肉確立に向けた系統豚生産体制の整備） （６０）

・新しい系統豚の繁殖豚舎等を畜産センター養豚研究所に整備

・ブランド豚肉確立に向けた生産基準の検討

・ 農地集積総合支援事業 １，３６４

（農地中間管理機構が行う農地の集約化のための取組支援） （２，１００）

○集積目標面積：６，０００ｈａ（平成２８年度：４，５００ｈａ）

○農地中間管理機構事業

・実施主体：農地中間管理機構（県農林振興公社）

・補助対象：機構運営費、農地管理費（賃借料、草刈、水利費等）など

・補 助 率： 国及び農地集積総合支援基金７／１０、県３／１０）又は（

（国及び農地集積総合支援基金９／１０、県１／１０）

○農地集積協力金交付事業

・事業内容：地域集積協力金１．０～２．７万円／１０ａ

地域内の農地の２割超を機構に貸し付けた地域に交付

：経営転換協力金１．０～３．５万円／１０ａ

経営転換等により農地を機構に貸し付けた農業者等に交付

：耕作者集積協力金１．０万円／１０ａ

機構借受農地に隣接する農地等を機構に貸し付けた農業者等に交付

・補 助 先：市町村

・補 助 率： 国及び農地集積総合支援基金１０／１０）（

拡 鳥獣被害防止総合対策事業 ９６

（ ）（ ）イノシシ等の捕獲に対する新たな県の上乗せ支援や電気柵等設置への県独自補助の創設 ４３

○被害防止活動への支援

・箱わな、捕獲技術・被害防除研修会等への支援： 国１／２ 、地元１／２等（ ）

・鳥獣被害防止対策施設（電気柵等）整備への支援（国補対象外を新設）

国補対象（受益戸数３戸以上 ：自力施工 国１０／１０（その他 国１／２））

市町村補助と同額を県上乗せ補助（上限６万円／件）国補対象外（受益戸数３戸未満 ：）

○捕獲活動への支援

・イノシシ捕獲活動を実施する市町村への支援（県上乗せを新設）

成獣：国８千円／頭＋市町村補助と同額を県上乗せ補助（上限８千円／頭）

幼獣：国１千円／頭＋市町村補助と同額を県上乗せ補助（上限１千円／頭）

・カモ捕獲活動の実施：捕獲目標２，５００羽（県猟友会へ委託）

○人材育成・普及啓発

・獣害対策サポータースキルアップ研修、ミニ猪塾開催等

○レンコン被害状況調査・対策検討

拡 生物多様性保全推進事業（野生鳥獣管理分） １３

（イノシシの個体数適正化のための捕獲事業や銃猟免許取得研修会の拡充） （９）

・イノシシの個体数を適正化するための取組：捕獲事業（３３０頭 、銃猟免許取得研）

修会（２→３回）等

拡 漁業近代化資金利子補給 ２８

（漁業近代化資金を利用する漁業者の負担軽減のための利子補給） （２４）

・対 象：漁船、漁具等の整備のための漁業近代化資金の融資を受ける漁業者等

・融 資 枠：８億円（平成２８年度：５億円）

・基準金利：１．６０％（平成２９年１月末現在）

・利子補給：１．３０％

・末端金利：０．３０％
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④ 人・もの・情報が活発に行き交う交流社会づくり

・ ＤＭＯ観光地域づくり推進事業 １７３＜地方創生推進交付金活用事業＞

（民間宿泊施設に対する施設整備への支援や国内外の誘客促進等の実施）

○ＤＭＯ形成・確立に向けた人材の育成・確保・活用

・県域ＤＭＯ事務局への専門人材等配置への支援

・観光マイスターを対象としたレベルアップ研修、観光マイスターを活用した観光ガ

イド等

○魅力ある観光地域づくり

・宿泊施設の新設及び魅力向上につながる改修費の支援（補助率１／２）

・農村体験ガイドブックや農家民宿の手引きの作成等

○国内誘客の促進

・大学等と連携した観光資源の発掘のためのコンクール実施、発掘した観光資源の紹

介ガイドブック作成等

・体験型アクティビティのモニターツアーやフォトコンテストの実施、体験情報・飲

食店情報などを掲載したパンフレットの作成等

○稼げる観光産業の振興

・北関東三県・金融機関三行連携による観光フェアの開催

・ おみやげ大賞」入賞商品の販売キャンペーン等「

・県伝統工芸士（仮称）制度の新設、郷土工芸品展の実施

○国際誘客の促進

・韓国・香港における現地説明会の開催や広報宣伝等

・北米からの個人旅行者向けガイドの作成やトランジットツアーの実施

・学生による英語版観光パンフレットコンテストの実施等

新 県北芸術祭を契機とした交流拡大促進事業 ４２

（県北芸術祭の成果を持続させるための作品展示やイベントの実施等）

・実施主体：茨城県北芸術祭実行委員会

・開催地域：県北６市町

・事業内容：アート作品の展示、交流イベント・ワークショップ等の開催、地元の推進

体制づくりや今後の芸術祭のあり方検討等

・ 水郷筑波サイクリング環境整備事業 ５４＜地方創生推進交付金活用事業＞

（つくば霞ヶ浦りんりんロードのＰＲ強化やサイクリングイベント等の開催）

○サイクリングイベントの開催

・開催時期：平成２９年秋頃

・開催場所：県道桜川土浦潮来自転車道沿線地域、霞ヶ浦総合公園等

・事業内容：有名ゲストとの走行会、自転車での地域資源巡り等

○ガイドブックの作成：月刊誌連載、ムック本制作

拡 第２のふるさと・いばらきプロジェクト推進事業 ９５＜地方創生推進交付金活用事業＞

（都内相談窓口設置や社員の移住・二地域居住を試験的に行う協力企業への支援等）

○移住・二地域居住の推進

・都内相談窓口、ふるさと県民登録制度、移住ポータルサイトの運営、県北地域のお

試し居住の実施

○企業との連携によるトライアル移住

・東京圏企業と連携した社員のトライアル移住の実施：参加企業への説明会、奨励金

の支給（上限３００万円）等
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新 空港機能整備事業 ６３

（茨城空港における旅客の利便性向上を図るための可動式エプロンルーフの整備等）

・可動式エプロンルーフの整備（２セット）

・航空貨物を輸出するために必要な計量器の購入（１台）

・ 空港就航対策利用促進事業 ６２１

（チャーター便の誘致促進やマイエアポートクラブの充実等） （６５０）

○就航対策

・国内外向けエアポートセールス、チャーター便の誘致促進、運航コスト低減のため

の対策等

○利用促進

・ＩＢＲマイエアポートクラブ推進事業（搭乗ポイント制度の充実 、１，０００円）

レンタカープラスキャンペーン（キャンペーン対象時間の充実）等

拡 アーカス・プロジェクト推進事業 ８

（アーティスト・イン・レジデンス活動支援を通じた国際文化交流の拡充等） （５）

○国際文化交流の促進

・海外団体との連携により双方のアーティストを相互に招へいし、本県及び海外の

アーティストが行う創作活動を支援（２人）

○若手海外アーティストの招へい

・現代芸術分野のアーティストを招へいし、本県での滞在や創作活動を支援（３人）

拡 いばらきアンテナショップ運営事業 ９９

（都内における本県のアンテナショップ「茨城マルシェ」の運営） （９５）

・場 所：東京都中央区銀座一丁目

・営 業 時 間：物販１０：３０～２０：００ レストラン１１：００～２３：００

・新たな取組：情報発信専任スタッフの配置

・ いばらきインターネットテレビ事業 １２１

（ いばキラＴＶ」による県内地域情報等の動画配信） （１２４）「

・配 信 内 容：優れた観光資源や旬の県産食材など本県の魅力を紹介

・新たな取組：報道機関を活用した、ニュース性の高いイベント等の情報発信

関西以西での本県の認知度向上を図るためのＣＭ用動画の制作

拡 イメージアップキャンペーン推進事業 ５７

（３７）（茨城の魅力を再認識し、県外に発信するための全県一体となったキャンペーンの実施等）

・茨城の魅力となる資源の重点的なＰＲ活動

・県民が本県の魅力を再認識し、自ら県内外に向けて情報発信するよう、全県一体とな

ったキャンペーンの実施

・ＮＨＫ連続テレビ小説「ひよっこ」を活用した本県の魅力発信

新 連続テレビ小説「ひよっこ」連携事業 ４

（連続テレビ小説「ひよっこ」を活用した地域の魅力発信や観光誘客の促進）

・事業内容：都内でのＰＲイベントの実施、特設ホームページの開設等

・実施主体：茨城県北「ひよっこ」推進協議会（構成：県、県北６市町等）

・総事業費：７９０万円（県４００万円、県北６市町３９０万円）
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新 地方創生フォーラム開催事業 ３

（今後の地域づくり活動を促進するための地方創生フォーラムの開催）

・主 催：県、（一財）地域活性化センター

・開催時期：平成３０年２月（予定）

・参加者数：４００人程度

新 クルーズ船誘致推進事業（港湾事業特別会計） ４

（クルーズ船誘致のための商談会への参加やクルーズ船社等へのＰＲの実施）

・誘致活動：商談会への参加、外国クルーズ船社の招へい等

・環境整備：ＰＲパンフレット作成（日本語版・英語版）、無料Ｗｉ－Ｆｉの設置、入

出港歓迎イベントの実施

拡 コンテナ貨物集荷促進事業（港湾事業特別会計） ２３

（コンテナ貨物集荷促進のための地元等と連携した荷主等への支援） （１１）

○補助対象：茨城港常陸那珂港区及び鹿島港におけるコンテナ貨物集荷促進事業

・コンテナ貨物集荷促進 ：新規利用の荷主 １本当たり１０千円の支援

増加利用の荷主 〃 ５千円の支援

・新規航路開設支援 ：新規航路開設の船社 〃 ２千円の支援

・国際フィーダー航路支援：フィーダー航路新規利用の荷主 〃 １２千円の支援

フィーダー航路増加利用の荷主 〃 ６千円の支援

・県外等貨物支援 ：新規利用の荷主 〃 ２０千円の支援

増加利用の荷主 〃 １０千円の支援

・北米航路支援 ：北米航路の船社 〃 ２０千円の支援

○負担割合：（県１／３）、市村１／３、民間１／３

○拡充内容：茨城港常陸那珂港区における県外等貨物・北米航路への支援等

新 道路網計画等策定事業 １７

（ビッグデータを活用した観光周遊ルート上の渋滞緩和等に向けた分析や整備計画策定）

・事業内容：ビッグデータを活用した課題抽出・分析によるハード・ソフト両面の対策

・策定時期：平成２９年９月

・計画期間：平成２９～３１年度

○ 社会資本の整備（公共 再掲） １１３，６１８

【全会計 １１９，１５０】

・ 国補公共事業（直轄事業負担金、補助事業） ９３，０２２

【全会計 ９８，４５０】

（東日本大震災に係る復旧・復興関連事業や国体開催に向けた環境整備）（８５，３７３）

（全会計 ９１，１１５）

［直轄事業負担金：１６，８１７］道路（東関東自動車道水戸線）、治水（鬼怒川等）等

［補 助 事 業：８１，６３３］道路（（仮称）石岡小美玉スマートＩＣアクセス

道路など）、河川海岸（磯原海岸など）、漁港（大

津漁港など）等

・ 茨城国体関連道路整備事業（国補公共） ３，０２２

（国体開催に向けた国体会場等へのアクセス道路の整備）

・事業箇所：１１箇所

・事業内容：道路拡幅、交差点改良等

・実施期間：平成２９～３０年度
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・ 県単公共事業 ２０，５９６

【全会計 ２０，７００】

（国体開催に向けた環境整備や通学路等の安全対策、長寿命化対策等の拡充） （１８，１５９）

（全会計 １８，２６３）

・ 観光周遊・国体会場周辺環境整備事業（県単公共） ４６７

（観光拠点や国体会場へのアクセス道路等の環境整備）

・事業箇所：道路整備 ５箇所、路面清掃 ５８０ｋｍ

・ 通学路等安全対策推進事業（県単公共） ６２９

（通学路の歩道設置や老朽化した道路情報板などの交通安全施設等の整備）

・事業箇所：通学路歩道整備 ２箇所、道路情報板 ７箇所など

・ 道路緊急修繕事業（県単公共） １，１０１

（道路の安全性確保のための路面の補修修繕）

・事業箇所：６１箇所（国道２９４号、石岡筑西線等）

・ 長寿命化対策事業（県単公共） ４４１

（老朽化した河川の水門や砂防施設などの修繕）

・事業箇所：河川管理施設：１２箇所 ２３６百万円

砂防施設： １７箇所 １１０百万円

公園施設： ２箇所 ９５百万円

・ 河川緊急減災対策事業（県単公共、再掲） ７０３

（河道内に堆積した土砂の除去や樹木の伐採など、流下阻害箇所の解消）

（３）住みよいいばらきづくり
① 少子高齢化に対応した医療・保健・福祉が充実した社会づくり

○結婚・出産・子育てができる社会づくり

拡 不妊治療費助成事業 ５７７

（不妊治療に係る新たな県の上乗せ助成の実施） （５３７）

・助成対象：所得合計７３０万円未満の夫婦で妻の年齢が４３歳未満

・助成内容：上限５万円（一部治療は２．５万円）／回の上乗せ

・助成回数：女性：国制度の妻の治療開始年齢が３９歳までは通算６回、４０～４２歳

は通算３回のうち初回を除く

男性：国制度と同様に通算６回

・補 助 率：県１０／１０

※国制度：助成額：上限１５万円／回（初回限り上限３０万円）、補助率：国１／２、

県１／２

拡 多子世帯保育料軽減事業 ３７６

（第３子の保育料無償化に加え、第２子の保育料の半減対象世帯を拡充） （２４２）

・実施主体：市町村

・拡充内容：（従来）第４から第５階層（世帯年収３６０万円～６４０万円）の３歳未

満児で第３子以降の保育料を無償化

（今回）同階層の３歳未満児で第２子の保育料を半額化

・対象施設：公立・私立の認可保育所、認定こども園等

・補 助 率：（県１／２）市町村１／２
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新 保育体制強化事業 １９７

（保育士の労働環境改善のための保育支援者を配置するための支援）

・実施主体：市町村

・事業内容：私立の保育所、認定こども園への保育支援者の配置費用の支援

・補助単価：１０８万円

・補 助 率：待機児童解消加速化プラン策定市町村：

（国１／２、県１／４）市町村１／４

プランを策定しない市町村： 県１／２）市町村１／２（

新 保育・幼児教育人材復職支援事業 ２１

（保育士・幼稚園教諭の潜在資格者が復職する際の未就学児の保育料助成）

・事業内容：潜在保育士・潜在幼稚園教諭が復職する際、未就学児を保育所等に預けた

場合の保育料を助成

・補 助 率：県１／２

○保育士、幼稚園教諭、放課後児童支援員、児童養護施設職員等の処遇改善

拡 施設型給付費負担金、地域型保育給付費負担金 １０，１３３

（民間保育所や認定こども園等の保育士・幼稚園教諭の処遇改善） （９，０７９）

・施設全職員：＋約１万円／月（＋３．３％）

・職務分野別リーダー（経験年数概ね３年以上＋研修受講 ：＋５千円／月）

（幼稚園：若手リーダー）

・副主任保育士・専門リーダー（経験年数概ね７年以上＋研修受講 ：＋４万円／月）

（幼稚園：中核リーダー、専門リーダー）

拡 放課後児童クラブ推進事業 １，８８５

（放課後児童支援員の処遇改善） （１，２８８）

・放課後児童支援員：＋１２．４万円／年（月額約１万円）

・経験年数５年以上＋研修受講：＋２４．８万円／年（月額約２万円）

． （ ）・経験年数１０年以上の事業所長的立場にある者：＋３７ ２万円／年 月額約３万円

拡 児童福祉入所施設等委託事業 ４，６４３

（民間児童養護施設職員等の処遇改善） （４，１８９）

・施設全職員：＋７千円／月（＋２％）

・夜間を含む業務：＋５千円／月

・小規模グループケアリーダー：＋１５千円／月

・ユニットリーダー：＋３５千円／月

・家庭支援専門相談員・里親支援専門相談員：＋５千円／月

・主任児童指導員・主任保育士：＋５千円／月

- 36 -



○ 医療体制の充実

拡 医師修学資金貸与事業 ４９７

（医師修学資金及び地域医療医師修学資金貸与事業の貸付額の増額） （４０９）

○医師修学資金

・対 象：県内高校出身者等で県外の医学部に在学する者、筑波大学医学群医学類

に在学する者

・貸 与 額： 従来）１０万円／月→（今回拡充）１５万円／月（

○地域医療医師修学資金

、 、 、 、 、・対 象：筑波大学 東京医科大学 東京医科歯科大学 杏林大学 日本医科大学

北里大学、帝京大学の７大学の地域枠入学者

・貸 与 額： 従来）１５万円／月→（今回拡充）国公立２０万円／月（

私 立２５万円／月

新 海外対象医師修学資金貸与事業 ２６

（海外の医科大学を対象とした医師修学資金及び研修費の貸与）

・対 象：海外の医科大学進学者のうち卒業後に日本の医師免許取得及び県内の医療

機関での勤務を希望する者（４年生から貸与）

・貸 与 額：１５万円／月、医師国家試験までの研修費１５０万円

新 女性医師活躍推進事業 ２

（今後増加が見込まれる女性医師のキャリア形成支援）

・事業内容：女性医師キャリアアップ支援ブックの作成（医師のインタビュー、各病院

の女性医師支援策、キャリアデザイン例等の掲載）

・配 布 先：医学部設置大学、県内医療機関、県主催イベント参加者等

拡 医療勤務環境改善支援センター事業 １２

（医療従事者の離職防止や定着促進を図るための働きやすい環境整備への支援） （９）

○保育支援体制の構築

・子どもの体調不良時等に安心して働くことができる筑波大学附属病院の取組（院内

にコーディネーターを配置し、ベビーシッターの派遣調整等を実施）を参考にした

体制を県内医療機関へ普及（病院管理者への説明会、コーディネーター養成研修の

開催等）

○専門的な相談や就業支援の推進：コーディネーター等を配置し相談等に対応

○委託先：県医師会

※医師の確保その他の医療の提供体制の確保を図るための基金の設置

新 医療提供体制確保基金積立金（28補正対応） ３，０００

○ その他

拡 茨城型地域包括ケアシステム推進事業 ７９

（在宅医療提供システムのグループ構築などの在宅医療の推進） （４３）

・地域ケアコーディネーターを設置する市町村への支援

・訪問看護事業所等の創設や取組を拡充する際の初度経費（医療機器の購入等）の支援

・戸別訪問による在宅医療参入への掘り起こしを行う医師等の県医師会への配置

・在宅医療を提供する病院や診療所のグループ化の推進（補助額１００万円）
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新 がん検診受診率向上対策事業 ３８

（市町村や企業が実施するがん検診受診率向上のための取組に対する支援）

○市町村への支援（平成２９～３０年度で実施）

・市町村が行う検診受診勧奨や受診環境の整備：補助額１００万円

補助率：１０／１０

○企業等への支援

・県民向けに検診受診率の普及啓発を行う企業等（企業連携プロジェクト協定締結企

業・団体 ：補助額５０万円）

補助率：１０／１０

・従業員が検診を受けやすくする制度を創設する企業：奨励金支給額１０万円

拡 がん診療連携拠点病院機能強化事業 ９２

（国指定の地域がん診療連携拠点病院や地域がん診療病院に対する支援） （７０）

・実施機関：地域がん診療連携拠点病院７病院

補助額： 従来）１，０００万円→（今回拡充）１，２００万円（

地域がん診療病院（小山記念病院 ： 今回新規）補助額８００万円）（

・補助対象：がん患者への相談支援、医療従事者の研修、普及啓発・情報提供等

新 がん患者療養生活支援事業 ３

（在宅がん患者の居場所づくりや患者家族の負担軽減を行うモデル事業の実施）

・事業内容：患者サロン等で医療従事者が実施するリハビリテーション、心のケア、リ

ンパマッサージ等を医療機関へ委託（週１回程度の開催）

・実施機関：志村大宮病院、友愛記念病院

新 糖尿病重症化予防栄養ケア事業 ５

（糖尿病の重症化予防を図るための糖尿病患者に対する栄養食事指導の実施）

・事業内容：管理栄養士のスキルアップ研修の開催、診療所等へ管理栄養士を派遣（３

地区）し栄養食事指導を実施等

・委 託 先：県栄養士会

新 公的病院等特殊医療運営助成事業 １１３

（感染症や結核病床を運営する医療機関に対する医師等の人件費の支援）

・補助対象：公的病院等８病院

・補助単価：感染症２８５．８万円／床、結核９１．３万円／床

新 軽度認知障害対策推進事業 ５

（認知症のチェックリストの配布や市町村の介護予防教室のプログラム作成等の支援）

○早期発見・早期対応の推進

・認知症の気づきチェックリストの配布、メディア等を活用した普及啓発

○認知力向上の推進

・認知力アップ基礎研修の実施（委託先：筑波大学附属病院）

・市町村向け認知力アッププログラム・教材の作成と実践、交流・社会参加モデル事

業の実施（委託先：県理学療法士会、県作業療法士会等の職能団体）
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拡 認知症対策推進強化事業 ２２

（認知症高齢者等に対する支援や徘徊高齢者の早期保護のための支援） （９）

○地域における認知症支援

・歯科医師や薬剤師の認知症対応力向上研修の開催、認知症電話相談事業の実施等

○若年性認知症コーディネーターの配置

・事業内容：就労の継続、経済保障などの電話相談や職場・家庭訪問等を行うコーデ

ィネーターの配置（１人）

・配 置 先：筑波大学附属病院

○徘徊高齢者の早期保護

・ＧＰＳ機器を活用した広域徘徊模擬訓練の実施（年１回）

・徘徊行動がある高齢者向けの衣服、靴、帽子等に貼れるシールの作成等

拡 認知症疾患医療センター基盤強化事業 ５２

（認知症の専門治療や相談を行う認知症疾患医療センターの拡充） （３５）

・設置箇所：９→１３箇所

・補助単価：基幹型８０７．４万円、地域型３６２．１万円（国庫補助単価）

拡 生活困窮者自立支援事業 ６２

（生活困窮者自立支援法に基づく自立相談や学習会等の実施） （５２）

・自立相談支援：福祉事務所への各種支援員の配置、支援プラン作成

・住宅確保給付金：離職により住居を失った者等への家賃相当額の給付

・就労準備支援：就労困難者への生活訓練や社会訓練等の実施

（ ）・学 習 支 援：生活困窮家庭の子どもを対象にした学習支援の実施 ７→１１箇所

・家計相談支援：生活困窮者の家計管理能力向上の支援（家計表等の作成等）

新 児童養護施設退所者等自立支援事業 ２７

（児童養護施設退所者等の社会的自立に向けた支援体制の整備）

・アフターケア：支援コーディネーター等の配置、退所児童の継続支援計画の策定

・社会復帰支援：自立援助ホームへの心理担当職員の配置

・自立支援促進：継続支援が必要な者への生活費等の助成（２２歳まで）

・生 活 援 助：自立援助ホーム入所中で大学等に就学中の者への生活費等の助成

新 あすなろの郷基本構想策定事業 ８

（あすなろの郷の建て替えに向けた基本構想の策定）

・スケジュール：検討委員会において平成２９年度上半期を目途に報告書を作成予定

・事業内容：委員会の報告書を踏まえ、土木及び建築に関する技術的な見地からの調査

等を行い、基本構想を策定

・ 老人福祉施設整備事業 １，４５０

（高齢者プラン２１に基づく老人福祉施設の新設、増築等に対する支援 （２，３４０））

・整備内容：特別養護老人ホーム８施設（新設４施設、増築３施設、増改築１施設）

・補助単価：３００万円／床

拡 認定こども園施設整備事業 ５９０

（学校法人等が実施する認定こども園の幼稚園部分の整備に対する支援） （１９９）

・整備内容：８施設（新設４施設、改築２施設、大規模修繕１施設、耐震化１施設）

・補 助 率： 国１／２）市町村１／４、事業主体１／４等（
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拡 障害者施設整備事業 １，１０６

（障害者支援施設などの障害者福祉施設の整備への支援） （４７６）

・整備内容：８施設（新設３施設、耐震化建替３施設、スプリンクラー設置２施設）

・補 助 率： 国１／２、県１／４）事業主体１／４（

新 犬猫殺処分ゼロを目指す環境整備事業 ２２

（地域猫の不妊去勢手術への支援や動物愛護団体等への支援）

○地域猫活動の推進

・事業内容：猫の不妊去勢手術費用の支援、捕獲器の貸与等

・助 成 数：２００頭

○動物愛護団体等への支援

・事業内容：犬猫殺処分減少の取組を公募し、審査会により支援団体を選定

・補助対象：県内に活動拠点を持つ動物愛護団体、地域動物愛護協議会等

・補助単価：上限１０万円、規模・効果が大きい取組は上限３０万円

○犬の放し飼いゼロの推進

・迷子や放し飼いの犬の情報を県と市町村が共有するためのシステムの構築

・犬の放し飼いに対する普及啓発の強化

○動物愛護に関する県民意識の醸成

・犬猫殺処分ゼロを目指すことの周知、パネルディスカッション形式のシンポジウム

の開催

新 譲渡犬猫サポート事業 ４２

（動物指導センターが管理する犬猫を譲り受け、新たな飼い主を探す団体等への支援等）

○譲渡犬猫の飼育管理費の支援

・補助対象：センターに譲渡先として登録されている団体・個人

・補 助 額：犬又は猫の譲り受け１頭につき上限１万円

○譲渡犬猫の不妊去勢手術の実施

・センターから団体等に譲渡する際に、希望により不妊去勢手術を実施

新 心身障害者（児）歯科診療所設備整備補助事業 １５

（口腔センター土浦に対する心身障害者歯科診療に必要な設備整備への支援）

・補助内容：診療ユニット、レントゲン、キャビネット等

・補 助 先：県歯科医師会

・補 助 率：県１０／１０

② 人にやさしい快適な生活環境づくり

新 生活環境づくり支援事業 ４９＜地方創生推進交付金活用事業＞

（買物支援等の生活支援サービスの維持・確保に取り組む市町村等に対する支援）

・ ：生活支援サービス実施に係る調査、検討等仕組みづくり支援

（補助額：上限１００万円、補助率：県１０／１０）

・買 物 支 援：複数地区への移動販売、買物代行サービス等

（補助額：上限５００万円、補助率： 県１／２）市町村１／２）（

・見 守 り 等 支 援：郵便局、宅配事業者等と連携した見守りサービス等

（補助額：上限５００万円、補助率： 県１／２）市町村１／２）（

・その他特認事業：生活支援サービスへのＩＣＴ活用、貨客混載等

（補助額：上限５００万円、補助率： 県１／２）市町村１／２）（

拡 広域路線バスネットワーク事業 ８８＜地方創生推進交付金活用事業＞

（広域交通ネットワークの維持・確保に取り組む地域への支援）

・事業内容：広域路線バスの実証運行、バス停環境の整備、商業施設との連携等

・運 行 数：１０ルート

拡 いばらき水素戦略推進事業（再掲） ３３

（１６）（家庭用燃料電池等導入に係る助成制度の創設や水素利用シンポジウムの開催）
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新 事業所向け省エネ対策推進事業 １４

（省エネ設備を導入する中小規模事業所に対する支援や大規模事業所への助言等の実施）

○省エネ設備導入への支援

・対 象：県の省エネ診断を受けた中小規模事業所

・補 助 額：上限１００万円

・補 助 率：県１／３

○大規模事業所の取組への支援

・エネルギー管理士資格等を有する職員（１人）を配置し、事業所への助言等を実施

③ 安全・安心な暮らしが確保された社会づくり

新 高齢運転者免許証自主返納サポート事業 ４

（高齢運転者への免許証の自主返納を促すための支援事業の実施）

・事業内容：６５歳以上の免許証自主返納者に対する優待制度の周知等

・優待内容：協賛事業者が独自に料金割引等を実施

・優待要件：運転免許センター等が交付する運転経歴証明書の提示

・ 不法投棄対策事業 ６６

（不法投棄継続監視パトロール委託の拡充等） （７０）

（ ）、 、・監視パトロール委託の拡充 １８０回→３６５回 監視カメラによる２４時間監視

不法投棄データベースの構築等

拡 警察施設再編整備事業（つくば警察署（仮称）分） ２５４

（ ） （ ）つくば中央警察署とつくば北警察署の統合による新たな警察署の整備 １０５

・位 置：つくば市学園の森３丁目（ＴＸ沿線開発葛城地区内）

・構造（庁舎）：ＲＣ造５階建（延床面積５，５５２㎡）

・事 業 内 容：つくば警察署（仮称）建設工事（平成２９～３１年度）

新 自動車盗対策強化事業 １０

（自動車盗が多発する地域における撮影装置の配備）

・設置場所：自動車盗が多発する県南西地域

・事業内容：自動車盗の被疑者を撮影する「よう撃捜査支援装置」を３０台配備

拡 交通安全施設整備事業 １，８８３

（信号機など交通安全施設の新設及び更新） （１，８１４）

・信 号 機 の 新 設： ３０基（対前年度＋ ５基）

・信 号 柱 の 更 新：４８２本（対前年度＋２３本）

・信号制御機の更新：３６５基（対前年度＋６０基）

④ 人と自然が共生する持続可能な環境づくり

新 霞ケ浦流域重点対策推進事業 １４８

（新川流域における新たな技術を活用した河川直接浄化施設の設置）

・事業内容：河川直接浄化施設の設置（５基 、下水道への接続促進、啓発活動等）

・対象地域：新川流域（土浦市内）

拡 世界湖沼会議開催準備事業 ７４

（１２）（平成３０年に本県で開催される第１７回世界湖沼会議に向けた準備や広報活動の実施）

・事業内容：開催に向けた委員会の開催、市民団体が行う活動への支援、流域政策フォ

ーラムの開催、学生会議の開催準備等

・開催時期：平成３０年１０月
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拡 海岸防災林機能強化事業 １６０

（ ） （ ）松くい虫の被害を受けた海岸防災林の保全及び機能強化 １３７

・広葉樹等の植栽：２０．８ｈａ（大洗町、神栖市、鹿嶋市）

・植栽地域の下刈り：３４ｈａ（大洗町、神栖市、鹿嶋市、日立市、東海村）

・松くい虫の被害木の伐倒処理：１，８７５㎥（鉾田市、大洗町、日立市等）

・松くい虫の予防散布の実施：４０１ｈａ（鉾田市、大洗町、日立市等）

・市町村が行う松くい虫対策への支援：補助率 県１／２（大洗町、東海村）

拡 いばらき木づかいの家推進事業 ６９

（県産木材を使った新築やリフォームに対する助成） （６３）

○柱材助成（新築）

・対 象：県産木材を５０％以上使用する一戸建て住宅

・補助額：２０万円／戸（定額）

○リフォーム助成（増改築・内装木質化）を新設

・対 象：県産木材を５㎥／戸以上使用して増改築又は１０㎡／戸以上使用して内装

木質化する一戸建て住宅

・補助額：１０万円／戸（内装木質化は５万円／戸 （定額））

拡 いばらき木づかい環境整備事業 ２４４

（公共施設等の木造化・木質化や木製品導入への支援） （１３０）

○県施設の木造化・木質化等：自然博物館（木製橋床板等）

○公共施設等の木造化・木質化への支援（対象施設に民間施設を追加）

・対 象：市町村等施設、民間施設

・補助率：市町村等施設 県９／１０（上限１，０００万円／施設）

民間施設※ 県１／２（上限１，０００万円／施設）

※民間施設：木の良さをＰＲする効果が期待できる公共性の高い民間施設

○木製品導入支援

・対 象：市町村・法人等が運営する保育園、幼稚園、小中学校等

・補助率：県７／１０（上限３００万円／施設）

拡 良質堆肥広域流通促進事業 １８

（霞ヶ浦流域内堆肥の流域外利用の推進や新たな活用・販売ルートの開拓） （１２）

○耕畜連携推進

・事業目的：霞ヶ浦流域内の堆肥の流域外での利用促進

・事業内容：流域外での堆肥利用に係る実証ほ奨励金や掛かり増し経費への支援

○新たな活用・販売ルート開拓（豚）

・事業目的：豚由来の堆肥を活用した複合肥料製造・販売ルートの開拓

・事業内容：養豚農家への堆肥輸送費用の支援、複合肥料使用に対する奨励金等

新 霞ケ浦農業環境負荷低減栽培技術確立事業 ４７

（レンコン栽培における肥料削減による環境負荷低減技術の確立）

・技 術 開 発：実証ほ等の水質分析、施肥技術の開発等

・実証ほの設置：無肥料区・肥料低減区等の実証ほによる効果確認（減収補償あり）

・意識醸成等：実証ほを活用した産地向け研修会の開催等
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８ 一般会計性質別内訳

（単位：百万円、％）

区 分 ２ ８ 当 初 ２８当初 ２ ９ 当 初 ２９当初 増 減 増 減 率

（Ａ） 構 成 比 （Ｂ） 構 成 比 (Ｂ－Ａ)

人 件 費 ３２６，４６７ ２９．１ ３２４，８８７ ２９．２ ▲１,５８０ ▲０.５

義

務 公 債 費 １４３，６００ １２．８ １４０，９９８ １２．７ ▲２,６０２ ▲１.８

的

経 扶 助 費 ２２，７６７ ２．１ ２２，８５８ ２．１ ９１ ０.４

費

計 ４９２，８３４ ４４．０ ４８８，７４３ ４４．０ ▲４,０９１ ▲０.８

公 共 事 業 １０３，５３２ ９．２ １１３，６１８ １０．２ １０,０８６ ９.７

うち国補 ８５，３７３ ７．６ ９３，０２２ ８．４ ７,６４９ ９.０

投

うち県単 １８，１５９ １．６ ２０，５９６ １．８ ２,４３７ １３.４

資

そ の 他 ３５，４０２ ３．２ ３２，４５０ ２．９ ▲２,９５２ ▲８.３

的

うち国補 １５，０７１ １．４ １３，６６２ １．２ ▲１,４０９ ▲９.３

経

うち県単 ２０，３３１ １．８ １８，７８８ １．７ ▲１,５４３ ▲７.６

費

計 １３８，９３４ １２．４ １４６，０６８ １３．１ ７,１３４ ５.１

うち国補 １００，４４４ ９．０ １０６，６８４ ９．６ ６,２４０ ６.２

うち県単 ３８，４９０ ３．４ ３９，３８４ ３．５ ８９４ ２.３

一 般 行 政 費 ３５８，０６８ ３１．９ ３４８，０５９ ３１．３ ▲１０,００９ ▲２.８

税 交 付 金 等 １３０，９６６ １１．７ １２９，０９６ １１．６ ▲１,８７０ ▲１.４

合 計 １,１２０,８０２ １００.０ １,１１１,９６６ １００.０ ▲８,８３６ ▲０.８

（注）公共事業は区画整理事業（特別会計）及び下水道事業（企業会計）除きである。
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９ 一般会計款別内訳（歳入）

（単位：百万円、％）

款 名 ２ ８ 当 初 ２８当初 ２ ９ 当 初 ２９当初 増 減 増 減 率

（Ａ） 構 成 比 （Ｂ） 構 成 比 （Ｂ－Ａ）

県 税 ３６９,４８７ ３３.０ ３７２,２６０ ３３.５ ２,７７３ ０.８

地方消費税清算金 ９７,６２９ ８.７ ９２,３８０ ８.３ ▲５,２４９ ▲５.４

地 方 譲 与 税 ４７,８５２ ４.３ ４８,４３２ ４.３ ５８０ １.２

地方特例交付金 ９５２ ０.１ １,１７５ ０.１ ２２３ ２３.４

地 方 交 付 税 １９１,１１０ １７.０ １９１,３９９ １７.２ ２８９ ０.２

８７７ ０.１ ８５０ ０.１ ▲２７ ▲３.１交通安全対策特別交付金

分担金及び負担金 ８,４５１ ０.７ ８,３９９ ０.８ ▲５２ ▲０.６

使用料及び手数料 １７,８６６ １.６ １７,６９８ １.６ ▲１６８ ▲０.９

国 庫 支 出 金 １２６,６４８ １１.３ １３０,１９４ １１.７ ３,５４６ ２.８

財 産 収 入 ４,２５２ ０.４ ２,００５ ０.２ ▲２,２４７ ▲５２.８

寄 附 金 １４８ ０.０ １４１ ０.０ ▲７ ▲４.７

繰 入 金 １３,７４１ １.２ １２,５３４ １.１ ▲１,２０７ ▲８.８

繰 越 金 ５００ ０.０ ２,０００ ０.２ １,５００ ３００.０

諸 収 入 １２５,２３１ １１.２ １０７,６３４ ９.７ ▲１７,５９７ ▲１４.１

県 債 １１６,０５８ １０.４ １２４,８６５ １１.２ ８,８０７ ７.６

合 計 １,１２０,８０２ １００.０ １,１１１,９６６ １００.０ ▲８,８３６ ▲０.８

- 44 -



１０ 一般会計款別内訳（歳出）

（単位：百万円、％）

款 名 ２ ８ 当 初 ２８当初 ２ ９ 当 初 ２９当初 増 減 増 減 率

（Ａ） 構 成 比 （Ｂ） 構 成 比 （Ｂ－Ａ）

議 会 費 １,６７１ ０.１ １,６８８ ０.２ １７ １.０

総 務 費 ３８,０５７ ３.４ ３８,９９５ ３.５ ９３８ ２.５

企 画 開 発 費 １７,５７４ １.６ １９,６１９ １.８ ２,０４５ １１.６

生 活 環 境 費 ８,３４７ ０.８ ８,８３４ ０.８ ４８７ ５.８

保 健 福 祉 費 １９９,７２１ １７.８ ２０４,２８４ １８.４ ４,５６３ ２.３

労 働 費 ２,５６１ ０.２ ２,８０４ ０.３ ２４３ ９.５

農林水産業費 ４８,７６４ ４.４ ４１,２６１ ３.７ ▲７,５０３ ▲１５.４

商 工 費 ９２,７９６ ８.３ ８３,８０８ ７.５ ▲８,９８８ ▲９.７

土 木 費 １０１,７９４ ９.１ １１０,４１７ ９.９ ８,６２３ ８.５

警 察 費 ６３,１５４ ５.６ ５９,６６４ ５.３ ▲３,４９０ ▲５.５

教 育 費 ２７７,８５８ ２４.８ ２７８,６３５ ２５.１ ７７７ ０.３

災 害 復 旧 費 １,１４６ ０.１ ７７７ ０.１ ▲３６９ ▲３２.２

公 債 費 １４３,６０５ １２.８ １４１,００３ １２.６ ▲２,６０２ ▲１.８

諸 支 出 金 １２３,４５４ １１.０ １１９,９０７ １０.８ ▲３,５４７ ▲２.９

予 備 費 ３００ ０.０ ２７０ ０.０ ▲３０ ▲１０.０

合 計 １,１２０,８０２ １００.０ １,１１１,９６６ １００.０ ▲８,８３６ ▲０.８
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44.0%

13.1%

＜歳出（性質別内訳）＞

2.9%

義務的経費

税交付金等

人 件 費

公 債 費

投資的経費

扶 助 費

公共事業費
投資的経費
その他

国補

県単

国補 ３，２４９億円

１，４１０億円

３２５億円

２２８億円

県単

３，４８１億円

１，２９１億円

１，１３６億円

一般行政費

10.2%

29.2%

12.7%

2.1%

1.7%

1.2%

1.8% 8.4%

11.6%

31.3%
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県税

地方交付税国庫支出金

県債

諸収入

地方消費税清算金

地方譲与税

使用料及び手数料

繰入金 分担金及び負担金 その他

＜歳入＞

484億3,200万円

(4.3％)

923億8,000万円
(8.3％)

1,076億3,400万円
(9.7％)

1,248億6,500万円
（11.2％）

1,301億9,400万円
(11.7％）

歳入総額

1兆1,119億6,600万円

(100.0%)

125億3,400万円
(1.1％)

176億9,800万円
(1.6％)

61億7,100万円
(0.6％)

・財産収入
・繰越金
・地方特例交付金
・交通安全対策特別交付金
・寄附金

83億9,900万円

(0.8％)

3,722億6,000万円

(33.5%)

1,913億9,900万円

(17.2%)

教育費

保健福祉費

公債費

諸支出金

土木費

商工費

警察費

企画開発費

総務費

農林水産業費

生活環境費
その他

＜歳出＞

412億6,100万円
(3.7%)

2,786億3,500万円
(25.1%)

2,042億8,400万円
(18.4%)

1,410億300万円
(12.6%)

1,199億700万円
(10.8%)

1,104億1,700万円
(9.9%)

838億800万円
(7.5%)

596億6,400万円
(5.3%)

389億9,500万円
(3.5%)

196億1,900万円
(1.8%)

88億3,400万円
(0.8%)

・労働費
・議会費
・災害復旧費
・予備費

歳出総額

1兆1,119億6,600万円

(100.0%)

55億3,900万円
(0.6%)
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１１ 特別会計
（単位：百万円，％）

会 計 名 ２８当初 ２９当初 増 減 増 減 率
(Ａ) (Ｂ) (Ｂ－Ａ)

競 輪 事 業 １７,１７９ １１,９１３ ▲５,２６６ ▲３０.７

公 債 管 理 １５０,２１０ １７２,０８０ ２１,８７０ １４.６

市 町 村 振 興 資 金 １,１０７ １,３０１ １９４ １７.５

鹿島臨海工業地帯造成事業 ２,４５２ ２,６３１ １７９ ７.３

母子・父子・寡婦福祉資金 ２５２ ２３９ ▲１３ ▲５.２

県立医療大学付属病院 ２,７５２ ２,８９０ １３８ ５.０

中 小 企 業 事 業 資 金 ４,１７９ ４,１６２ ▲１７ ▲０.４

農 業 改 良 資 金 ７３ ７６ ３ ４.１

林業・木材産業改善資金 ９２ ９２ － ０.０

沿 岸 漁 業 改 善 資 金 ７２ ７２ － ０.０

港 湾 事 業 ４３,２２４ ３３,９９７ ▲９,２２７ ▲２１.３

４３,４０３ ５８,７９１ １５,３８８ ３５.５都 市 計 画 事 業 土 地 区 画 整 理 事 業

合 計 ２６４,９９５ ２８８,２４４ ２３,２４９ ８.８

１２ 企業会計
（単位：百万円，％）

会 計 名 ２８当初 ２９当初 増 減 増 減 率
(Ａ) (Ｂ) (Ｂ－Ａ)

病 院 事 業 ２８,５８１ ２６,２１０ ▲２,３７１ ▲８.３

水 道 事 業 ３０,９０２ ３１,５７８ ６７６ ２.２

工 業 用 水 道 事 業 ２０,９１２ １９,９５１ ▲９６１ ▲４.６

地 域 振 興 事 業 ３,０６１ ８,３４２ ５,２８１ １７２.５

鹿島臨海都市計画下水道事業 ４,１７６ ４,８７３ ６９７ １６.７

流 域 下 水 道 事 業 ２４,６７６ ２３,３８９ ▲１,２８７ ▲５.２

合 計 １１２,３０８ １１４,３４３ ２,０３５ １.８
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Ⅲ 債務負担行為一覧

［一般会計］

（新 規 分）

事 項 事 業 内 容 期 間 限 度 額

地 方 債 証 券 他の地方公共団体と共同して証券を発行する 自 平成29年度 元金1,176,000,000 千円

及びこれに対する利子相当額共同発行連帯債務 地方債について，当該団体と連帯して償還及び 至 平成39年度

利子の支払をなす義務を負う。

環 境 保 全 施 設 茨城県環境保全施設資金融資制度に基づき， 自 平成30年度 融資総額1億5,523万円の融

資 金 利 子 補 給 金融機関が中小企業者等に対し，平成29年度に 至 平成36年度 資残高に対し，茨城県環境

おいて資金を貸し付けたときは，県は当該金融 保全施設資金融資制度要項

機関に対し利子補給する。 に定める利子補給率を乗じ

て得た額

の融資環境保全施設整備 茨城県環境保全施設整備資金利子補給制度に 自 平成30年度 融資総額2,500万円

資 金 利 子 補 給 基づき，政府系金融機関が中小企業者に対し， 至 平成44年度 茨城県環境保残高に対し，

平成29年度において資金を貸し付けたときは， 全施設整備資金利子補給金

県は当該中小企業者に対し利子補給する。 交付要項に定める利子補給

率を乗じて得た額

が ん 先 進 医 療 費 茨城県がん先進医療費利子補給制度に基づ 自 平成30年度 対象借入金限度額300万円

利 子 補 給 き，県民が金融機関からがんの先進医療を受け 至 平成36年度 に対し，茨城県がん先進医

るための治療費を借りるときは，県は当該県民 療費利子補給金交付要綱に

に対し利子補給する。 定める対象利率6パーセン

ト(保証料率を含む)を乗じ

て得た額

創 業 支 援 創業支援融資制度に基づき，茨城県信用保証 自 平成29年度

融 資 損 失 補 償 協会が保証した債務によって損失が生じたとき 至 平成41年度 27,000千円

は，県がその損失を補償する旨の契約を当該協

会と締結する。

女性 ･若者 ･障害者 女性・若者・障害者創業支援融資制度に基づ 自 平成29年度

創 業 支 援 き，茨城県信用保証協会が保証した債務によっ 至 平成41年度 9,000千円

融 資 損 失 補 償 て損失が生じたときは，県がその損失を補償す

る旨の契約を当該協会と締結する。

新分野進出等支援 新分野進出等支援融資制度及び小規模企業支 自 平成29年度

融 資 損 失 補 償 援融資制度に基づき，茨城県信用保証協会が保 至 平成44年度 25,000千円

証した債務によって損失が生じたときは，県が

その損失を補償する旨の契約を当該協会と締結

する。

パ ワ ー ア ッ プ パワーアップ融資（旧パワーアップ融資）制 自 平成29年度

融 資 損 失 補 償 度及び小規模企業支援融資制度に基づき，茨城 至 平成44年度 224,000千円

県信用保証協会が保証した債務によって損失が

生じたときは，県がその損失を補償する旨の契

約を当該協会と締結する。

パ ワ ー ア ッ プ パワーアップ融資（旧セーフティネット融 自 平成29年度

融 資 損 失 補 償 資）制度及び小規模企業支援融資制度に基づ 至 平成41年度 108,000千円

き，茨城県信用保証協会が保証した債務によっ

て損失が生じたときは，県がその損失を補償す

る旨の契約を当該協会と締結する。

再 生 支 援 融 資 再生支援融資制度に基づき，茨城県信用保証 自 平成29年度

損 失 補 償 協会が保証した債務によって損失が生じたとき 至 平成44年度 30,000千円

は，県がその損失を補償する旨の契約を当該協

会と締結する。

災 害 対 策 融 資 災害対策融資制度及び小規模企業支援融資制 自 平成29年度

損 失 補 償 度に基づき，茨城県信用保証協会が保証した債 至 平成44年度 151,000千円

務によって損失が生じたときは，県がその損失

を補償する旨の契約を当該協会と締結する。
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事 項 事 業 内 容 期 間 限 度 額

借 換 融 資 借換融資制度及び小規模企業支援融資制度に 自 平成29年度

損 失 補 償 基づき，茨城県信用保証協会が保証した債務に 至 平成44年度 303,000千円

失を補よって損失が生じたときは，県がその損

償する旨の契約を当該協会と締結する。

観光おもてなし施設整備 自 平成30年度観光おもてなし施設整備融資制度に基づ

融 資 利 子 補 給 き，金融機関が中小企業者等に対し，平成29年 至 平成32年度 79,350千円

度において資金を貸し付けたときは，県は当該

中小企業者等に対し利子補給する。

失業者等生活資金 失業者等生活資金融資制度に基づき，日本 自 平成29年度

融 資 損 失 補 償 労働者信用基金協会が保証した債務によって損 至 平成35年度 3,750千円

失が生じたときは，県がその損失を補償する旨

の契約を当該協会と締結する。

介護福祉士養成訓練業務及び農業実践訓緊急雇用対策訓練

業 務 委 託 契 約 平成30年度 75,497千円練業務に係る委託契約を締結する。

農 業 近 代 化 資 金 農業近代化資金融通法に基づき，金融機関が 自 平成30年度 融資総額17億円の融資残高

利 子 補 給 農業者等に対し，平成29年度において資金を貸 至 平成49年度 に対し，茨城県農業近代化

し付けたときは，県は当該金融機関に対し利子 資金利子補給金交付規程第

補給する。 ３条に規定する率を乗じて

得た額

農業経営負担軽減 茨城県農業経営負担軽減支援資金利子補給金 自 平成30年度 融資総額２千万円の融資残

支援資金利子補給 交付要項に基づき，金融機関が農業者に対し， 至 平成44年度 高に対し,茨城県農業経営

平成29年度において資金を貸し付けたときは， 負担軽減支援資金利子補給

県は当該金融機関に対し利子補給する。 金交付要項第２条に規定す

る率を乗じて得た額

農 作 物 災 害 経 営 茨城県農林漁業災害対策特別措置条例に基づ 自 平成30年度 融資総額５億円の融資残高

資 金 等 利 子 補 給 き，金融機関が被害農業者等に対し，平成29年 至 平成41年度 に対し，茨城県農林漁業災

（ 現 年 災 分 ） 度において５億円の範囲内で経営資金等を貸し 害対策特別措置条例施行規

付けたときは，県は市町村が当該金融機関に対 則第３条に規定する率を乗

し利子補給した額の一部を補助する。 じて得た額

農 作 物 災 害 経 営 茨城県農林漁業災害対策特別措置条例に基づ

資 金 等 損 失 補 償 き，被害農業者等に対し，経営資金を貸し付け 平成32年度以降 200,000千円

（ 現 年 災 分 ） た金融機関に損失が生じたときは，県は市町村

が当該金融機関に対し損失補償した額の一部を

補助する。

野菜価格安定対策 自 平成29年度公益社団法人茨城県農林振興公社が，農畜

事 業 費 補 助 至 平成30年度 151,627千円産業振興機構に対して支払う指定野菜価格安

定対策資金に不足が生じた場合,県が公社に対

し，平成29年度における県の必要造成計画額

を限度と国が定める最低現金保有額との差額

とし，その不足額を補助する。

漁 業 取 締 船 建 造 漁業取締船建造工事に係る請負契約を締結す

工 事 請 負 契 約 る。 平成30年度 371,581千円

漁業近代化資金等 漁業近代化資金融通法に基づき，金融機関が 自 平成30年度 融資総額８億円の融資残高

利 子 補 給 漁業者等に対し，平成29年度において資金を貸 至 平成52年度 に対し，茨城県漁業近代化

し付けたときは，県は当該金融機関に対し利子 資金等利子補給金交付要項

補給する。 第３条に規定する率を乗じ

て得た額

水産加工経営改善 茨城県水産加工経営改善促進資金利子補給金 自 平成30年度 融資総額１億円の融資残高

促進資金利子補給 交付要項に基づき，金融機関が水産加工業者に 至 平成32年度 に対し，茨城県水産加工経

対し，平成29年度において資金を貸し付けたと 営改善促進資金利子補給金

きは，県は当該金融機関に対し利子補給する。 交付要項第４条に規定する

率を乗じて得た額
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事 項 事 業 内 容 期 間 限 度 額

県 営 畑 地 帯 飯富岩根地区の農道整備に係る工事請負契約

総 合 整 備 事 業 を締結する。 平成30年度 200,000千円

工 事 請 負 契 約

地 方 道 路 整 備 一般国道245号，水戸市小泉町地内の湊大橋

工 事 請 負 契 約 外５箇所の地方道路整備に係る工事請負契約を 平成30年度 3,780,000千円

締結する。

地 方 道 路 整 備 一般国道461号，常陸太田市高倉町地内の北 自 平成30年度

工 事 請 負 契 約 沢トンネル(仮称)外１箇所の地方道路整備に係 至 平成31年度 5,900,000千円

る工事請負契約を締結する。

地 方 道 路 整 備 一般国道118号，那珂市瓜連地内の静跨線橋 自 平成30年度

費 用 負 担 契 約 の地方道路整備に係る費用負担について，東日 至 平成31年度 500,000千円

本旅客鉄道株式会社水戸支社長と契約を締結す

る。

地 方 道 路 整 備 一般国道354号，土浦市木田余地内の木田余 自 平成30年度

費 用 負 担 契 約 跨線橋の地方道路整備に係る費用負担につい 至 平成32年度 1,100,000千円

て，東日本旅客鉄道株式会社水戸支社長と契約

を締結する。

地 方 道 路 整 備 一般県道上吉影岩間線，石岡市正上内地内の 自 平成30年度

費 用 負 担 契 約 正上内跨線橋(仮称)の地方道路整備に係る費用 至 平成33年度 2,300,000千円

負担について，東日本旅客鉄道株式会社水戸支

社長と契約を締結する。

街 路 改 良 都市計画道路木崎稲木線の街路改良に係る用 自 平成30年度

用 地 補 償 契 約 地補償契約を締結する。 至 平成31年度 240,000千円

街 路 改 良 工 事 都市計画道路平野杉本線，那珂市瓜連地内の 自 平成30年度

費 用 負 担 契 約 瓜連跨線橋(仮称)の新設工事に係る費用負担に 至 平成32年度 350,000千円

ついて，東日本旅客鉄道株式会社水戸支社長と

契約を締結する。

県 営 住 宅 建 設 都和団地の県営住宅の建設に係る工事請負契

工 事 請 負 契 約 約を締結する。 平成30年度 339,060千円

被災住宅復興支援 市町村が被災住宅の補修等に係る借入をする 自 平成30年度

利 子 補 給 者に対し，利子補給したときは，県は市町村に 至 平成34年度 26,057千円

対し利子補給した額の一部を補助する。

県 立 学 校 建 設 県立県南地区特別支援学校（仮称）の校舎増

工 事 請 負 契 約 築に係る工事請負契約を締結する。 平成30年度 482,026千円

自然博物館展覧会 自然博物館の展覧会開催業務に係る委託契約

開催業務委託契約 を締結する。 平成30年度 767千円

つくば警察署（仮称） つくば警察署（仮称）の建設に係る工事請負 自 平成30年度

建設工事請負契約 契約を締結する。 至 平成31年度 2,293,816千円

警察職員宿舎整備 県が選定した事業者が警察職員宿舎の入居率 自 平成31年度 総戸数の家賃総額に入居補

運営事業損失補償 が90％に満たないことによって損失が生じたと 至 平成60年度 償率90％を乗じて得た額か

きは，県がその損失を補償する旨の協定を当該 ら入居戸数の家賃総額を除

事業者と締結する。 いた額
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［企業会計］

（新規）

事 項 事 業 内 容 期 間 限 度 額

鹿島臨海都市計画 鹿島臨海都市計画下水道事業の処理場整備及 1,209,900千円

下水道事業工事請負 びポンプ場整備に係る工事請負契約を締結す 平成30年度

契約 る。

霞 ケ 浦 常 南 流 域 霞ケ浦常南流域下水道事業の処理場整備に係 自 平成30年度 1,401,000千円

下水道工事請負契約 る工事請負契約を締結する。 至 平成31年度

霞 ケ 浦 湖 北 流 域 霞ケ浦湖北流域下水道事業の処理場整備に係 135,500千円

下水道工事請負契約 る工事請負契約を締結する。 平成30年度

那 珂 久 慈 流 域 那珂久慈流域下水道事業の処理場整備に係る 675,992千円

下水道工事請負契約 工事請負契約を締結する。 平成30年度

鬼 怒 小 貝 流 域 鬼怒小貝流域下水道事業のポンプ 35,000千円場整備に係

下水道工事請負契約 平成30年度る工事請負契約を締結する。

県 南 広 域 県南広域水道建設事業の浄水施設に係る工事 487,057千円

水 道 建 設 事 業 請負契約を締結する。 平成30年度

工 事 請 負 契 約

県 南 広 域 県南広域水道建設事業の浄水施設に係る工事 自 平成30年度 3,336,563千円

水 道 建 設 事 業 請負契約を締結する。 至 平成31年度

工 事 請 負 契 約

県 西 広 域 県西広域水道建設事業の浄水施設に係る工事 686,024千円

水 道 建 設 事 業 請負契約を締結する。 平成30年度

工 事 請 負 契 約

県南広域水道事業 県南広域水道事業の粒状活性炭再生業務に係 133,856千円

浄 水 処 理 関 連 る委託契約を締結する。 平成30年度

業 務 委 託 契 約

鹿行広域水道事業 鹿行広域水道事業の粒状活性炭再生業務に係 84,316千円

浄 水 処 理 関 連 る委託契約を締結する。 平成30年度

業 務 委 託 契 約

県西広域水道事業 県西広域水道事業の粒状活性炭再生業務に係 63,461千円

浄 水 処 理 関 連 る委託契約を締結する。 平成30年度

業 務 委 託 契 約

県中央広域水道事業 県中央広域水道事業の粒状活性炭再生業務に 66,356千円

浄 水 処 理 関 連 係る委託契約を締結する。 平成30年度

業 務 委 託 契 約

県南西広域工業用 県南西広域工業用水道建設事業の浄水施設に 466,920千円

水 道 建 設 事 業 係る工事請負契約を締結する。 平成30年度

工 事 請 負 契 約
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Ⅳ 条例その他の議案の概要

議 案 内 容

改正の内容（総務課，人事課，財政課，監査委員

事務局）

監査の結果等の公表方法について，情報通信技術を活用し，茨城県監査委員に関する条例等

閲覧する住民の利便性の向上を図るため，県報への登載からイの一部を改正する条例

ンターネットを利用して閲覧に供する方法に改めるもの

公表方法の見直しに伴い，所要

の改正をしようとするものであ （参考）改正条例

る。 ・茨城県監査委員に関する条例

・茨城県財政状況の公表に関する条例

・茨城県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

（施行日 平成29年４月１日）

改正の内容（総務課）

茨城県個人情報の保護に関する

(1)指紋認識データ，旅券番号等それ単体で特定の個人を識別条例等の一部を改正する条例

することができる情報が含まれる情報を個人情報として明

個人情報の保護に関する法律の 確化

一部改正に伴い，所要の改正をし (2)人種，信条，社会的身分，病歴，犯罪の経歴，犯罪被害情

ようとするものである。 報等その取扱いに特に配慮を要する個人情報を収集できる

場合を明確化

(3)その他所要の改正

（施行日 平成29年５月30日）

改正の内容（人事課）

職員の勤務時間に関する条例の

介護を行う職員の時間外勤務を免除する制度を追加するもの一部を改正する条例

人事院規則の一部改正にあわせ （参考）

て，所要の改正をしようとするも ３歳に満たない子の養育を行う職員の時間外勤務を免除する

のである。 制度は導入済み

（施行日 平成29年４月１日）

改正の内容（人事課）

職員の退職手当に関する条例の

新設する長期の不妊治療休暇の期間については，退職手当の一部を改正する条例

算定の基礎となる勤続期間から除くこととする。

長期の不妊治療休暇を新設する

※人事委員会規則で規定に当たり，退職手当の算定の基礎 （参考）長期の不妊治療休暇の概要

となる勤続期間について，所要の 内 容

改正をしようとするものである。 対 象 者 高度生殖医療（体外受精・顕微授精）による

不妊治療を受ける女性職員

休暇期間 医師からの意見をもとに必要な期間として承

認された期間（上限１年）

給 与 無給

（施行日 平成29年４月１日）
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議 案 内 容

改正の内容（人事課）

知事等の給与の特例に関する条

・減額措置期間の延長例の一部を改正する条例

平成29年3月31日まで → 平成30年3月31日まで（１年間）

現下の厳しい財政状況等を考慮

し，知事等の給料を減額する特例 （参考）減額措置の内容

措置を延長するため，所要の改正 区 分 減額率

をしようとするものである。 知事 △15%

副知事 △10%

教育長，公営企業管理者，病院事業管理者 △９%

常勤の監査委員，医療大学の学長 △８%

（施行日 平成29年４月１日）

改正の内容（人事課）

職員の配偶者同行休業に関する

原則として１回のみ延長できるとされている配偶者同行休業条例の一部を改正する条例

の期間を再度延長できることとするもの

人事院規則の一部改正にあわせ

て，所要の改正をしようとするも

のである。

（施行日 平成29年４月１日）

改正の内容（人事課，企業局総務課，病院局）

地方公務員の育児休業等に関す

育児休業等の対象となる子の範囲が法律上の親子関係に準ずる法律の一部改正に伴う関係条例

る関係にある子にも拡大されたことに伴い，必要な事項を定めの整備に関する条例

るもの

地方公務員の育児休業等に関す

る法律の一部改正に伴い，関係条 (1)一定の要件を満たす里親である職員に委託されている要保

例を一括整備しようとするもので 護児童（保護者のいない児童等）を，育児休業等の対象と

ある。 なる子とする。

(2)育児を行う職員の時間外勤務の制限等に係る子の範囲の拡大

(3)その他所要の改正

（参考）改正条例

・職員の勤務時間に関する条例

・企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

・職員の育児休業等に関する条例

・企業職員の育児休業等に関する条例

・病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

・病院事業職員の育児休業等に関する条例

・職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

（施行日 平成29年４月１日）
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議 案 内 容

改正の内容（財政課，職業能力開発課，建築指導

課)

(1)建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行に茨城県手数料徴収条例等の一部

伴う手数料の新設を改正する条例

（主なもの）

建築物のエネルギー消費性能の ・建築物エネルギー消費性能確保計画の建築物エネルギー

向上に関する法律の施行等に伴 消費性能適合性判定手数料

い，所要の改正をしようとするも 判定の対象となる建築物の用途，床面積等に応じ31,000

のである。 円～726,000円

(2)「ものづくり分野」を支える若年人材の育成・確保を図る

ため，技能検定試験の検定の区分が２級又は３級の受検者

で35歳未満の者の実技試験手数料を減額

（主なもの）

・２級の受検者で35歳未満の場合：17,900円 → 8,900円

（施行日 平成29年４月１日外）

改正の内容（市町村課）

茨城県知事の権限に属する事務

移譲する事務（17の法令及び条例に係る事務）及び市町村の処理の特例に関する条例の一部

・特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人設立のを改正する条例

認証等

市町村の希望により事務処理の （潮来市外２市町）

権限を移譲すること等に伴い，所 ・農地法に基づく農地転用の許可（４ha以下）等

要の改正をしようとするものであ （行方市外２市町）

る。 ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律に基づく精神通院医療の支給認定に係る所得の状況の

確認等

（全市町村）

（施行日 平成29年４月１日外）

改正の内容（事業推進課）

茨城県立カシマサッカースタジ

既存の大型映像装置（１基）の更新に合わせて電光掲示板をアムの設置及び管理に関する条例

撤去し，大型映像装置を２基とする。の一部を改正する条例

施設の更新に伴い，利用料金に 大型映像装置の利用区分

ついて，所要の改正をしようとす １時間までごとに → １基１時間までごとに

るものである。

（施行日 公布の日）
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議 案 内 容

改正の内容（生活文化課）

茨城県特定非営利活動促進法施

(1)仮認定特定非営利活動法人の名称変更行条例及び茨城県特定非営利活動

仮認定特定非営利活動法人 → 特例認定特定非営利活動法人促進法に係る民間事業者等が行う

書面の保存等における情報通信の

(2)その他所要の改正技術の利用に関する法律施行条例

の一部を改正する条例

特定非営利活動促進法の一部改

正に伴い，所要の改正をしようと

（施行日 平成29年４月１日）するものである。

改正の内容（医療対策課）

茨城県保健師，助産師，看護師

・母子健康センターの名称変更及び准看護師修学資金貸与条例の

母子健康センター → 母子健康包括支援センター一部を改正する条例

母子保健法の一部改正に伴い，

所要の改正をしようとするもので

ある。

（施行日 平成29年４月１日）

改正の内容（医療対策課）

茨城県医師修学資金貸与条例の

・修学資金の貸与月額の引上げ一部を改正する条例

10万円 → 15万円

医師不足地域内の医療の充実に

必要な医師の養成及び確保を図る

ため，所要の改正をしようとする

ものである。

（施行日 平成29年４月１日）

改正の内容（医療対策課）

茨城県地域医療医師修学資金貸

・修学資金の貸与月額の引上げ与条例の一部を改正する条例

国公立大学 15万円 → 20万円

地域医療の充実に必要な医師の 私立大学 15万円 → 25万円

養成及び確保を図るため，所要の

改正をしようとするものである。

（施行日 平成29年４月１日）
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議 案 内 容

改正の内容（障害福祉課）

茨城県地域自殺対策緊急強化基

・基金事業の実施期間金条例の一部を改正する条例

平成29年３月31日まで → 平成30年３月31日まで（１年間）

基金事業の実施期間の延長に伴

い，所要の改正をしようとするも （参考）基金の概要

のである。 ・設置目的 地域における自殺対策を緊急に強化

・積 立 額 国から交付を受けた地域自殺対策緊急強化交付金

の額

（施行日 公布の日）

改正の内容（子ども家庭課）

茨城県健やかこども基金条例の

・基金事業の実施期間一部を改正する条例

平成29年３月31日まで → 平成30年３月31日まで（１年間）

基金事業の実施期間の延長に伴

い，所要の改正をしようとするも （参考）基金の概要

のである。 ・設置目的 安心して子育てができる環境の整備及び妊婦に対

する健康診査の拡充

・積 立 額 国から交付を受けた子育て支援対策臨時特例交付

金の額等

（施行日 公布の日）

改正の内容（子ども家庭課）

児童福祉法に基づき児童福祉施

(1)情緒障害児短期治療施設の名称変更設の設備及び運営に関する基準を

情緒障害児短期治療施設 → 児童心理治療施設定める条例の一部を改正する条例

児童福祉法の一部改正に伴い， (2)その他所要の改正

所要の改正をしようとするもので

ある。

（施行日 平成29年４月１日）

改正の内容（産業技術課）

茨城県工業技術センターの使用

(1)新たに追加する設備・試験 16項目料及び手数料徴収条例の一部を改

(2)機器の老朽化により削除する設備・試験 ２項目正する条例

設備の開放等による設備使用料

及び試験等手数料の追加等に伴

い，所要の改正をしようとするも

のである。

（施行日 平成29年４月１日）
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議 案 内 容

改正の内容（観光物産課）

茨城県立国民宿舎「鵜の岬」及

サービスの維持・向上を図るため，利用料金の改定等を行うび茨城県立カントリープラザ「鵜

ものの岬」の設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例

(1)宿泊利用料金（大人料金）の改定

茨城県立国民宿舎「鵜の岬」の （主なもの（税抜価格による比較 ））

利用料金について，所要の改正を 和室（浴室なし・定員４～５人）の宿泊利用料金

しようとするものである。 宿泊人数 改正前 改正後 差額

５人以上 4,300円 4,800円 500円

４人 4,800円 5,300円 500円

３人 6,300円 1,500円

２人 5,800円 7,300円 1,500円

１人 8,300円 2,500円

和室（浴室あり・定員４～５名）の宿泊利用料金

宿泊人数 改正前 改正後 差額

５人以上 4,800円 5,300円 500円

４人 5,300円 5,800円 500円

３人 6,800円 1,500円

２人 6,300円 7,800円 1,500円

１人 8,800円 2,500円

洋室（定員２名）の宿泊利用料金

宿泊人数 改正前 改正後 差額

２人 5,300円 5,800円 500円

１人 6,800円 6,800円 0円

※補助寝具料金，小学校児童料金，幼児料金等は据置き

(2)夏季及び年末年始等加算料金の引上げ

（税抜価格による比較）

夏季及び年末年始 1,000円 → 2,000円

休日の前日 500円 → 1,000円

(3)消費税額を含めた総額表示への改定

（施行日 平成29年10月１日外）

改正の内容（港湾課）

茨城県港湾施設管理条例及び茨

(1)港湾施設に追加された港湾情報提供施設について 分区 土城県の管理する港湾の臨港地区の ， （

地利用の区分）の区域内に建設可能な構築物として追加分区の区域内における構築物の規

制に関する条例の一部を改正する

(2)その他所要の改正条例

港湾法の一部改正に伴い，所要 ※港湾情報提供施設

の改正をしようとするものであ 案内施設，見学施設その他の港湾の利用に関する情報を提

る。 供するための施設

（施行日 公布の日）
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議 案 内 容

改正の内容（公園街路課）

茨城県都市公園条例の一部を改

笠松運動公園の体育館の利用料金に冷暖房料を追加するもの正する条例

笠松運動公園の体育館に空調設 利用料金：実費相当額

備を設置することに伴い，所要の

改正をしようとするものである。

（施行日 平成29年４月１日）

改正の内容（建築指導課）

茨城県建築基準条例の一部を改

(1)大規模自動車車庫に設ける機械換気設備について，床面積正する条例

１平方メートル当たりの外気供給能力の基準を緩和

駐車場法施行令の一部改正を踏 毎時25立方メートル以上 → 毎時14立方メートル以上

まえ，所要の改正をしようとする (2)その他所要の改正

ものである。

※大規模自動車車庫

自動車車庫の駐車の用に供する部分の床面積の合計が500

平方メートル以上のもの

（施行日 公布の日）

改正の内容（企業局総務課）

茨城県水道条例の一部を改正す

(1)県中央広域水道の基本料金の改定る条例

基本水量１立方メートルにつき 2,420円 → 2,020円

県中央広域水道の料金を改定す (2)減免対象の料金の追加

る等，所要の改正をしようとする 使用料金 → 基本料金 ＋ 使用料金

ものである。

（施行日 平成29年４月１日）

改正の内容（病院局）

茨城県病院事業の設置等に関す

県立中央病院の診療科目に歯科口腔外科を追加するものる条例の一部を改正する条例

県立中央病院の診療科目に歯科

口腔外科を追加するため，所要の

改正をしようとするものである。

（施行日 公布の日）
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議 案 内 容

改正の内容（警務課）

茨城県地方警察職員定員条例の

区 分 定 員 （人）一部を改正する条例

改正前 改正後 増減

警察法施行令の一部改正によ 警 視 145 145 -

り，地方警察職員の定員の基準が 警 部 315 316 1

改められることに伴い，所要の改 警察官 警部補及び巡査部長 2,843 2,856 13

正をしようとするものである。 巡 査 1,490 1,497 7

小 計 4,793 4,814 21

その他の職員 581 581 -

合 計 5,374 5,395 21

（施行日 平成29年４月１日）

議案の内容（出資団体指導・行政監察室）

包括外部監査契約の締結につい

(1)契約の目的：包括外部監査及び当該監査の結果に関するて

報告

地方自治法の規定に基づき，包 (2)契約の始期：平成29年４月１日

括外部監査について，公認会計士 (3)契 約 金 額：1,620万円を上限とする額

蛭田清人と契約を締結しようとす (4)契約の相手方：公認会計士 蛭田 清人

るものである。

取得する財産の内容（薬務課）

県有財産の取得について

(1)物品の名称，数量

新型インフルエンザ対策に係る ・抗インフルエンザウイルス薬「タミフルドライシロップ

治療薬として，抗インフルエンザ ３％（備蓄用 」）

ウイルス薬「タミフルドライシロ ・25,080瓶

ップ３％（備蓄用 」を取得しよ (2)取得予定価格）

うとするものである。 120,263,616円

(3)取得先

東京都北区浮間五丁目５番１号

中外製薬株式会社

代表取締役社長 小坂 達朗

（参考）

・30ｇ／瓶入り

・小児一人当たり治療用量：12ｇ（平均体重18kg）

・今回の備蓄量：12ｇ×62,700人分＝752,400ｇ（25,080瓶)
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議 案 内 容

議案の内容（下水道課）

霞ケ浦常南，霞ケ浦湖北，霞ケ

・流域下水道の維持管理に要する費用負担額（平成29年度分）浦水郷，那珂久慈，利根左岸さし

（単位：千円）ま，鬼怒小貝及び小貝川東部流域

流域下水道名 負担額 市 町 村下水道の維持管理に要する費用に

霞ケ浦常南 1,949,456 龍ケ崎市外５市町係る関係市町村の負担額について

霞ケ浦湖北 1,757,886 土浦市外４市町

下水道法の規定に基づき，霞ケ 霞ケ浦水郷 333,589 潮来市外１市

浦常南 霞ケ浦湖北 霞ケ浦水郷 那珂久慈 1,708,296 水戸市外８市町村，ひたち， ， ，

那珂久慈，利根左岸さしま，鬼怒 なか・東海広域事務組合

小貝及び小貝川東部流域下水道の 利根左岸さしま 352,403 古河市外２市町

維持管理に要する費用の市町村負 鬼怒小貝 363,803 下妻市外３市町

担額を定めようとするものであ 小貝川東部 334,273 下妻市外３市

る。 計 6,799,706
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Ⅴ 「事務事業再構築結果」主なものの一覧
(単位;千円)

事 業 名 Ｈ２８当初 Ｈ２９当初 見 直 し の 概 要

グローバル人材等 2,222 - 留学経験者などのグローバル人材に関す

育成・活用事業費 るデータベース化を進めることができ、所期

の目的を達成したことから、事業を廃止す

る。

公衆無線ＬＡＮ運 3,884 500 県庁舎及び県立図書館において、県民向け

営管理費 に提供している公衆無線ＬＡＮについて、民

3,384千円 間サービスの利用へ運用方法を見直し、事業

を削減 費を縮小する。

ロボット等次世代 114,800 105,770 いばらきロボット実証試験・実用化支援事

技術実用化推進事 業について、実証試験に基づく改良費を補助

業費 9,030千円 してきたが、ロボット開発企業の自立を図る

を削減 ため、補助率を10/10から2/3へ見直し、事業

費を縮小する。

公募型新たな水質 16,104 - 新しい技術を用いたりん除去法について、

浄化空間創出事業 一定の浄化効果や河川での実用への適用が確

費 認でき、所期の目的を達成したことから、事

業を廃止する。

なお、得られた知見等を踏まえ、霞ケ浦流

域重点対策推進事業において、浄化対策を進

めていくこととする。

いばらき予防医学 （収入13,599） （収入27,004） 利用団体との調整を踏まえ、土地・建物に

プラザ管理費 係る貸付料の減免率を2/3から1/3へ見直し、

貸付料収入を増額する。

※貸付料収入を13,405千円増額
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事 業 名 Ｈ２８当初 Ｈ２９当初 見 直 し の 概 要

いばらきデジタル 3,000 - コンテンツ産業に対する県民の関心を高め

コンテンツ・ソフ ることができ、所期の目的を達成したことか

トウェア大賞（県 ら、団体による実施とし、県負担金を廃止す

負担金の廃止） る。

茨城空港就航先誘 10,439 - 就航先からの誘客促進策として、栃木県と

客促進事業費 連携したいばらき・とちぎ魅力発信事業費に

整理・統合し、事業費を縮小する。

いばらき・とちぎ 10,000 10,000

魅力発信事業費

農業振興資金貸付 16,000 - 農林業の振興を図るため、農林産物の生産

金 者団体や協同組合の運転資金として実施して

きた短期貸付けについて、団体の資金需要を

林業振興資金貸付 54,700 3,300 踏まえ、農業振興資金貸付金については事業

金 51,400千円 を廃止し、林業振興資金貸付金については事

を削減 業費を縮小する。

がけ地近接危険 1,238 - 市町村からの補助要望が少ないことから、

住宅移転支援事業 今後の要望状況を見ながら再開を検討するこ

費 ととし、事業を休止する。

教職員住宅管理費 8,060 6,435 老朽化した教職員住宅の用途廃止を進めた

1,625千円 結果、維持修繕費、定期点検委託料等の縮減

を削減 が可能なことから、事業費を縮小する。

私立専修学校職業 4,800 3,000 県内専修学校の教育の質の向上を図るた

実践教育促進事業 め、新たに国の職業実践専門課程に申請する

費 1,800千円 専修学校を対象に補助を実施してきたが、専

を削減 門課程の認定取得が進み、対象校が減少して

きたことから、事業費を縮小する。

地域警察活動費 17,200 11,944 駐在所のネットワーク環境の整備に伴い、

5,256千円 交番・駐在所用のFAX回線料等を見直し、事

を削減 業費を縮小する。

- 63 -


